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本号では、当財団が法務省法務総合研究所、慶應義塾大学大学院法務研究科、名古屋大学大学院

法学研究科・法政国際教育協力研究センター等と共催して実施する連携企画「アジアのための国際

協力in 法分野2018」の第１弾として、国際法務総合センター国際棟2 階国際会議場A と大阪中之島

合同庁舎２階国際会議室を結んで２０１８年６月３０日に開催した「法整備支援へのいざない」を

取り上げました。  
 

この第１弾の「法整備支援へのいざない」では、まず、法務省法務総合研究所国際協力部の教官

から「法整備支援って何だろう？」と題する導入講義があり、引き続き、長年法制度整備支援に携

わってこられた弁護士の先生から「法整備支援に携わる―中国的特色のある法制度整備支援の現場

から」と題して講演がありました。続いて、「長期派遣専門家の業務と生活」のプレゼンテーショ

ンがあり、最後に、パネルディスカッション「法整備支援への携わり方とキャリアパス」で、実際

に法制度整備支援に携わった経験をお持ちの専門家の方々にお話をいただきました。若手弁護士、

司法修習生、学生さんを中心に約１５４名の参加があり、質疑応答も活発に行われました。  
 

なお、この連携企画第２弾のサマースクール（名古屋大学、８月２７日及び２８日実施予定）で

は、法整備支援を考える上での基礎理論を幅広く学ぶ機会を提供します。更に第３弾の学生シンポ

ジウム（慶應義塾大学、１２月１５日（土）実施予定）では、参加者がグループに分かれ研究・報

告・討論を行う機会を設けることにより、参加者が能動的にアジアの法と社会を学び、アジア諸国

法研究や法整備支援の基礎知識、研究方法論を習得することが期待され、この一連の連携企画を通

じて、次世代の法制度整備支援やアジア法研究の担い手たちが出会い、ネットワークを形成するこ

とが期待されるものです。  
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（梅本） ご来場の皆さま、大変長らくお待たせいたしました。ただ今から「連携企画『アジアの

ための国際協力in 法分野2018』法整備支援へのいざない」を開会いたします。私は本日、東京会場

の司会進行を務めます、法務省法務総合研究所国際協力部教官で裁判官出身の梅本友美と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。  

「法整備支援へのいざない」は名前を変えながら今回で10 回目を迎えます。今回は当部が大阪から

昭島の国際法務総合センターへ移転した後、初めての開催となります。本日はこの会場と大阪会場

をテレビ会議システムで結び、東京と大阪の両会場から双方向で各セッションを進めてまいりま

す。東京会場から大阪の登壇者、大阪会場から東京の登壇者へ質問することも可能です。  

  

（福岡） 大阪会場の進行役を務めます、法務省法務総合研究所国際協力部教官で検事の福岡文恵

と申します。 それでは初めに、大阪会場より法務省法務総合研究所国際協力部長の森永太郎より

開会のご挨拶を申し上げます。森永部長、よろしくお願いします。  
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冒頭挨拶  

森永太郎（法務省法務総合研究所国際協力部長･検事）  

 
皆さん、こんにちは。お暑い中はるばるお越しいただきありがとうございます。特に東京会場へお

越しの方は、東中神駅から暑い中延々と歩いてこられて、大変だったと思います。どうもありがと

うございます。開会に先立ちまして、今回の企画にご協力いただいた、特に大学等関係機関の方々

に厚く御礼申し上げたいと思います。また、出演していただく方々、中には外国からわざわざ来て

いただいた方もおられますので、改めて御礼申し上げたいと思います。  

 
先ほど司会からも紹介がありましたが、この企画は回数をかなり重ねています。最初は東京の政策

研究大学院大学で行い、そのときも今回の話題でもあるキャリアパスの問題が取りあげられまし

た。当時は日本の法整備支援が始まって10 年少したったころでしたが、専門家の間でもまだ、法

整備支援のキャリアパスなどというものがあるのかというような、甚だ心もとない話だったのだ

が、その後10 年たち、最近ではその道の日本人の専門家の数もだいぶ増えてきました。 

どういうルートで外国に対する、特に発展途上国の法制度整備支援に携わることがあり得るのか

が、おぼろげながら形作られてきたという状況だと、私自身は把握しています。  

 
今日お見えになっている多くの学生さん、あるいは若手の法律家の方々に、最初に1 点だけ申し上

げておきたいことがあります。私は検事出身ですが、新任検事になって、地方に行ったり中央に来

たりしているうちに役職が付いて、運が良ければ最終的にはかなり年を取ってから検事正になり、

その中でさらに偉くなる人も何人か出て、検事総長というのも最終的には出てきます。 

そういう種類のキャリアパスとは相当違うものであるとご認識いただきたいと思います。縦という

より横に非常に幅の広い話だと認識していただければ幸いです。  

 

今でも覚えていますが、最初にこの企画に来てくれた私の友人で、国連開発計画（UNDP）の職員

ではないのですが、それのアドバイザーをしていたチャールズ・フィルポットという人がいますが、

彼は元々開発の専門家です。幾つかの途上国で働いて、法制度がどうにもならないと、開発はどう

にもならないと意識した結果、彼は急きょイギリスに戻り、そこから勉強して司法試験を通り、イ

ギリスの法曹の資格を得てから、また途上国支援に乗り出したという非常に面白い人です。確か今

はタイに住んでいると思うのですが、捕まえどころのないような人です。型にはまらない、ある意

味のキャリアパスと言っていいのか分かりませんがそういった道もあります。  

 

そういう非常に幅の広い話であるということを念頭に置いて、これからのさまざまな専門家のお話

を聞いて、またいろいろ討議していただきたいと思います。その1 点だけお願いして、私の挨拶に

代えさせていただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。  

 

（福岡） ありがとうございました。それでは続いて第1 部に入ります。東京会場の梅本教官、よ

ろしくお願いいたします。  
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（梅本） それでは、第1 部に入ります。今日お越しの皆さまの中には、法整備支援という言葉に

あまりなじみのない方もいらっしゃるかもしれません。第1 部は、そうした皆さまの疑問にお答え

するために、国際協力部の教官が、法整備支援とは何かについて、分かりやすく楽しく説明します。

講師は国際協力部教官の小谷ゆかりと小島麻友子です。それでは、小谷教官、小島教官よろしくお

願いいたします。  

 

第１部 「法整備支援って何だろう？」  

小谷ゆかり（法務省法務総合研究所国際協力部法務教官･検事） 

小島麻友子（法務省法務総合研究所国際協力部法務教官･検事）  

 

（小谷） 皆さん、こんにちは。大阪会場の方もこんにちは。私は法務省法務総合研究所国際協力

部教官の小谷ゆかりと申します。元々は検事です。  

 
（小島） 同じく教官の小島麻友子と申します。  

 
（小谷） 小島さん、今日はアオザイを着ると言っていたけれど、それは何の格好ですか。  

 
（小島） ラオスの民族衣装でシンという服です。  

 
（小谷） ラオスの民族衣装なのですね。許しましょう。それでは今日の内容に入っていきたいと

思います。今日はシンポジウム「法整備支援へのいざない」です。たっぷりと法整備支援の世界に

浸ってもらえればと思います。  

 
まずは私たち2 人からのイントロダクションです。「法整備支援とは何だろう？」というところか

ら一緒に見ていきたいと思います。  

 

法整備支援とは  

 

（小谷） 法整備支援とは、法律の整備が不十分だったり、法律があったとしても運用がきちんと

なされていない国に対して、その国が法律を作ったり、運用体制を改善したりすることの支援を行

うこととされています。分かりますか。  

 

（小島） それを聞いただけではちょっと分かりにくいですよね。では実際に、法整備支援とはど

ういうことなのでしょうか。これから見ていきましょう。  

 
法整備支援の内容  

 
（小谷） 一つ目は法律を作るための支援です。例えば、ベトナムではこれまで民法や民事訴訟法 
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を作るための支援が行われてきました。法律を作るための支援といっても、日本の法律をそのまま

真似て作ってもらう、日本の法律を押し付けるということではありません。当たり前ですが、相手

国にはそれぞれの文化や歴史的な背景があります。日本の法律を真似て作ってくださいと言って

も、その法律はその国に根付きません。従って、日本の知識や経験を共有して、相手国とじっくり

協議を重ねながら法律を作っていく、あくまでも相手国が主体になって法律を作る過程を支援する

のが、法律を作るための支援です。  

 
（小島） ２つ目は、法律がきちんと運用・執行されるための支援です。法律があったとしても、

その法律がきちんと運用されたり執行されたりしなければ、その法律の内容は絵に描いたもちにな

ってしまいます。法律を運用したり、執行したりする機関である裁判所などに対して、法律がきち

んと運用・執行されるための支援をするのです。  

 

例えばネパールでは、今年8 月に民法が施行されました。その民法が円滑に解釈されたり、適用さ

れたりするように、条文の解釈や判例を盛り込んだ条文解説ノートを作成する支援をしています。  

 
（小谷） 続いて三つ目は、人材育成です。法律や制度がいくらあったとしても、それを適切に運

用することができる人材がいないと、法律や制度は意味が失われてしまいます。例えばラオスでは、

法曹養成教育のカリキュラムの改善や確定記録を素材とした教材を作成するなど、法律家を育てる

ための仕組みを作る支援を行っています。  

 

（小島） このように法整備支援は、法律を作るための支援、法律がきちんと運用・執行されるた

めの支援、そして法律家などの人材育成の支援と、大きく三つの柱からなっています。  

 
法整備支援の目的  

 
（小谷） 続いて法整備支援がなぜ行われるのか、その目的などについて見ていきたいと思います。

法整備支援は日本政府の国の重要施策の一つとされています。なぜ日本は法整備支援を行うのでし

ょうか。  

 
（小島） 法整備支援の重要な意義として、人の支配ではなく、法の支配を実現するというものが

あります。  

 

（小谷） 確かに法律はその社会の基本的なルールですから大切なものです。私は小島さんからパ

ソコンを借りていましたが、今月はきついのでネットで売ってお金に替えようかな。  

 
（小島） やめてください。というか、あなた検事ですよね。  
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（小谷） ここで、私が勝手に小島さんのパソコンをネットで売ってしまった場合、日本では民法

や刑法などの法律があるので、私は損害賠償請求を受けたり、刑罰を受ける可能性が出てきます。

このような法律や制度が整っていない国だと、小島さんは泣き寝入りになってしまいます。  

 

（小島） 法律がきちんと整っていないと、社会的に弱い人の権利が害されてしまうことがよく分

かりました。  

 
（小谷） 法律があることで、私たちの人権が守られるということですが、法律がなければ、国が

私たちの財産を勝手に没収したり、私たちを勝手に牢屋に入れたりという可能性も出てきます。人

の支配や人の統治は恣意的な力が働くので、私たちの人権が危険にさらされます。これに対して法

の支配は、私たちの人権が守られ、またそれによって国も安定します。法整備支援を通して、法の

支配を実現することで、良い統治、グッドガバナンスにもつながっていきます。  

 
（小島） 法整備支援は経済発展にもつながります。法律がきちんと定められなかったり、また権

利が保障されないところでは、相手の人と経済的な取引をしたり、また相手の国と貿易をしようと

思う人はいなくなってしまいます。そうするとその国の経済発展は望めません。このように法整備

支援は経済発展のためにも重要です。  

 

（小谷） また、経済的に発展することで、その国の投資環境の整備にもつながります。  

 

（小島） 法整備支援には重要な意味がたくさんあることがよく分かりました。  

 

実施機関等  

 

（小谷） それでは続いて、法整備支援はどのように実施されるのかについて見ていきましょう。

日本の法整備支援の多くはODA によって、主にJICA を通じて行われています。また法務省独自

で行っている支援もあります。  

 

（小島） ODA というのは政府開発援助です。つまり先進国の政府が開発途上国に対して、経済

発展のために行う援助や出資のことです。また、JICA とは独立行政法人国際協力機構のことで、

青年海外協力隊で有名です。  

 

（小谷） JICA はODA の実施機関です。つまり、日本の政府が開発途上国に対して、援助のため

にお金を出したり、技術協力を行ったりする際の実施機関です。  

 
（小島） それでは、支援はどのようにして始まるのでしょうか。  

 
（小谷） 相手国からの要請で始まります。決して日本が相手国に押しかけ、支援を押し付けると 
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いうことではありません。相手国の自助努力を支援するものであって、決して押し付けるものであ

ってはならないという考えに基づいています。  

 
（小島） 実際に法整備支援に関わるのはどのような人たちなのでしょうか。  

 
（小谷） まずはJICA 職員の方々です。JICA には専門員として弁護士の方も勤務されています。

今日、大阪にいらっしゃいますパネリストの小松健太先生がそうです。また裁判官や日本弁護士連

合会、弁護士の先生方、私たちが所属する法務省職員、また大学や大学の先生方などがJICA の活

動に協力しています。  

 

（小島） ここで、私たちが所属している法務省法務総合研究所国際協力部について紹介します。

私たちは法整備支援の仕事をしています。私たち検事、裁判官、そして法務省や検察庁の職員が働

いています。私たちの主な業務についてご紹介します。私たちは相手国の立法関係者や裁判官、検

察官、弁護士の方々をお招きして行う研修の企画や運営をしています。また、現地、つまり相手の

国で法律に関するセミナーなども行っています。  

 

（小谷） 日本の法整備支援の活動の場は、日本国内だけではありません。法整備支援を実施する

に当たり、支援の対象国となっているベトナムやラオスなどとやり取りを密にするために、JICA が

現地にプロジェクト事務所を置いています。現地のプロジェクト事務所に裁判官、検察官、弁護士

がJICA の長期専門家として派遣され、そこで働いています。法律の専門家を現地に派遣して常駐

させることは、日本の法整備支援の大きな特徴です。法律の専門家を相手国に常駐させることで、

相手国の政府の職員と密接にやり取りすることができ、その結果、相手国のニーズをより反映した

支援を行うことができます。これは日本の法整備支援の大きな特徴です。  

 

各国への法整備支援状況等  

 

（小谷） 各国の法整備支援の状況について具体的に見ていきたいと思います。どのような国を対

象にして支援が行われているのでしょうか。  

 
（小島） ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー、インドネシア、東ティモール、ネパール、

ウズベキスタン、中国などが主な支援対象国です。  

 

（小谷） JICA の長期専門家が派遣されている国はどこでしょう。  

 

（小島） 長期専門家が派遣されているのは、ベトナム、カンボジア、ラオス、インドネシア、ミ

ャンマー、ネパール、中国です。ベトナムには検察官が2 名、裁判官が1 名、弁護士が1 名派遣さ

れています。その他の国に派遣されている専門家の人数はご覧のとおりです。  
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（小谷） 多いですね。それでは、それぞれの国について少し具体的に見ていきたいと思います。  

 

最初はベトナムです。左の写真はハロン湾で、有名な観光地です。右の写真は最高人民裁判所で、

日本でいう最高裁判所のことです。格好良い建物ですね。ベトナムは日本が最初に法整備支援を行

った対象国です。ベトナムは社会主義国ですが、市場経済に移行する際、市場経済体制に合ったル

ールづくりを行う必要がありました。そのルールづくりとして民法や民事訴訟法などの法律の支援

が行われました。ベトナムに対する支援は20 年以上にわたって続けられ、その結果、主要な法令

の整備はほぼ終わり、現在は裁判実務能力の向上に向けた支援等を行っています。現在、日本とベ

トナムは、新たな関係構築に向けた活動が期待されている状況です。  

 

ベトナムに対する法整備支援の実績に対しては、多くの法曹関係者から感謝の言葉を頂いていま

す。例えば、元司法大臣のクオンさん、司法大臣というのは日本でいう法務大臣に当たりますが、

そのクオンさんは、「日本はベトナムにとって最大の支援国だ」とおっしゃっています。ベトナム

を支援している国は日本だけではありません。しかし、クオンさんはこれまでの日本の支援を見て

「最大の支援国だ」と言ってくださっています。その上でクオンさんは「日本の専門家は、法律が

成立し、社会に定着するまで付き合ってくれる」「日本はベトナムの法律や司法を運用するための

人材育成においても、非常に効率の良い協力をしてくれる」「ベトナムと日本の法・司法協力はい

ろいろな成果が上がっている」とおっしゃっています。このような言葉から、日本に対する信頼の

厚さが伺えます。  

 

（小島） カンボジアの有名なアンコールワットの写真です。ここも有名ですね。カンボジアに対

する法整備支援は、まさにゼロからの始まりでした。1970 年代、ポル・ポト政権による自国民の

大量虐殺が行われました。当時の人口は500 万人とも600 万人ともいわれ、その際に病気や餓死な

どで亡くなった方も含めると、大量虐殺の被害者は100 万～200 万人といわれていますが、正確な

人数は分かっていません。生き残った法律家はわずかでした。また、法律も散逸しているような状

態でした。そこでカンボジアの要請を受け、法整備支援を実施することになりました。 

これまで日本が行った支援により、民法が成立し、民事訴訟法も成立しました。また、裁判官や検

察官を養成する学校に対する支援を通じて、法曹の人材育成も行っています。  

 
始審裁判所というのは日本でいう地方裁判所のようなところですが、プノンペンの始審裁判所長の

タン・スンライさんからは「カンボジアの法曹人材をたくさん育ててくれた。民法や民事訴訟法等

が成立したことで、カンボジアの法律が信頼されるようになり、投資家が増えたと感じている」と

いう感謝のお言葉を頂きました。  

 

（小谷） 続いて、ラオスです。写真はタートルアンです。ラオスでは法律家の人材不足や法教育

の未成熟、法解釈に一貫性がないことなどが課題となっていました。例えば、法教育といっても条

文をただ暗唱するだけの方法が取られたり、適切な教材もありませんでした。そこでラオスでは、 
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執務参考資料の作成などを通じて、法律家の人材を育成し、その能力を強化する活動を行っていま

す。  

 
現在は労働法の執務参考資料の作成・普及、法学教育や法曹養成研修などの改善に向けた支援を行

っています。第3 部でプレゼンテーションをされる須田検事と第4 部に登場される中村検事は、過

去にラオスに派遣されていた長期専門家です。それぞれラオスで実際に行った支援活動の内容につ

いて詳しくお話しいただけると思います。特に須田さんのプレゼンテーションではすごく素敵な写

真がたくさん出てきますので、楽しみにしていてください。  

 
（小島） 次にミャンマーです。2011 年3 月、約50 年間続いた軍事政権から民政移管を遂げ、新

しい政府が樹立されました。アウン・サン・スー・チーさんが民主化運動の先頭に立ち、そして長

い間軟禁状態に置かれていたことは、皆さんもご承知のことと思います。  

 
（小谷） 写真に写っているのは、本日大阪会場を担当している岩井教官ですね。  

 
（小島） ミャンマーでは、法の支配を強化するための人材育成支援として、裁判所や検察官のた

めの研修などをしています。また日本の制度を参考にしつつ、知的財産に関する裁判官向けの教科

書も作成しています。また調停制度の導入に向けた必要な法令の研究などの支援も行っており、こ

ういった支援には、投資しやすい環境の整備につながるという効果もあります。第4 部で小松弁護

士が登壇されます。  

 
（小谷） 続いて、インドネシアです。写真はインドネシアのきれいな島の一つ、プロウスリブで

す。インドネシアには、多くの法律や条令などが存在しますが、その間で矛盾が多数存在している

ことが問題となっています。また知的財産、つまり特許や著作権などの訴訟に関して、裁判結果に

一貫性がないことについても問題となっていました。  

 

そこで現在、インドネシアに対しては、法令間の整合性を高めていくことや、知的財産を保護する

ことを目的とした支援が実施されています。具体的には裁判官の能力向上を図るためのセミナー

や、法的整合性を確保するための立法ルールの資料などを作成しています。第3 部で登場される石

神さんは、まさに現在、インドネシアに派遣されている長期専門家です。リアルタイムのインドネ

シアのお話が聞けると思います。  

 

（小島） 次はウズベキスタンです。写真はサマルカンドにあるレギスタン広場で、サマルカンド

ブルーという独特の青色で有名な町です。ウズベキスタンは1993 年に旧ソ連から独立しました。

経済発展の基盤をつくるために、市場経済システムの移行に応じた法律や、不正の少ない行政手続

きを整備することが必要となっています。  

 
ウズベキスタンの法整備支援は、15 年以上も前から始まっています。2003 年に倒産法の改正が行 
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われました。その後、実務家のためのコンメンタール（解説本）を作る支援をされたのが第4 部で

登場される松嶋弁護士です。現在は行政手続法の起草支援を行っており、今年、行政手続法が成立

しました。  

 

（小谷） 続いてネパールです。ネパールでは、約150 年前に成立したムルキアインという法典が

ありましたが、民法や民事訴訟法などが一体となっていたため、使いづらかったり、内容的にも国

際的なルールと整合していないと言われていました。  

 

そこでここ10 年にわたりムルキアインを解体し、個別の法律を作ろう、また内容的にも国際的な

取引ルールに沿った法律を作ろうということで、立法活動がなされていました。日本はその中で民

法の支援を行ってきました。民法は成立し、今年8 月に刑法などと一緒に施行されることとなって

います。民法の成立は終わりましたが、今後も、民法の解釈や適用などに関する支援を続ける予定

です。  

 

（小島） 次に、中国です。写真は天安門です。中国は1990 年代に社会主義を維持しつつ、市場経

済を導入しました。中国は日本に対して支援を要請してきました。中国と日本は海を隔てて隣国で

す。日本にとって、中国が公正な市場経済に合致した法を取り入れるということは、大変関心のあ

るところでした。中国に対する日本のこれまでの支援、そして現在の支援については、第2 部で白

出弁護士からお話をお伺いします。  

 

（小谷） 最後の東ティモールは、2002 年に独立を回復した非常に若い国です。今、このときの発

展の仕方によって、法の支配が根付くかどうかが左右されると考えられています。東ティモールに

対する支援については、法案起草能力向上に関する支援や、最近では看守など刑事施設を運用する

人材の育成なども行っています。  

 
（小島） 今日の今後の予定についてご紹介します。まず第2 部は、白出弁護士から「法整備支援

に携わる」というご講演を頂戴します。第3 部のプレゼンテーションでは、須田検事と石神専門家

から、それぞれお話をお伺いします。  

 
（小谷） 第4 部のパネルディスカッションでは、パネリストとしてウズベキスタンに派遣されて

いた元長期派遣専門家の松嶋弁護士、名古屋大学法政国際教育協力研究センター長の国分先生、

JICA 国際協力専門員の小松弁護士、ラオスに派遣されていた元長期派遣専門家の中村検事、大臣

官房国際課の渡部さんが登場されます。大臣官房国際課という名前は皆さん聞き慣れないかと思い

ますが、今年の4 月に新設された部署で、法務省における国際関係の基本的な政策の企画・立案や

統合調整などを担当する部署です。パネルディスカッションではそれぞれの立場の方が、どのよう

な業務を行っているのかにぜひ着目してお聞きください。パネルディスカッションでは、それぞれ

パネリストの先生方に対して質問もできますので、ぜひ積極的に参加してみてください。それでは

「法整備支援って何だろう？」を終わります。この後も引き続きお楽しみください。 
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（梅本） いかがでしたでしょうか。法整備支援の概要について、イメージをお持ちいただけまし

たでしょうか。引き続き第2 部に入ります。第2 部は大阪会場に引き継ぎます。福岡教官、よろし

くお願いします。  

 
（福岡） 第2 部は大阪会場からお送りします。弁護士であり、現在、中国に長期派遣専門家とし

て派遣されている白出博之弁護士から、「法整備支援に携わる―中国的特色のある法制度整備支援

の現場から」と題してご講演いただきます。  

白出弁護士のご経歴をご紹介します。白出弁護士は、1995 年に弁護士登録をされ、消費者問題対

策等の分野で活躍されるとともに、姫路獨協大学法学部では、特別教授を務めていらっしゃいまし

た。そして2011 年からは中国の法整備支援プロジェクトの長期派遣専門家として北京に赴任され、

現在に至るまで、中国に対する法整備支援の現場で活躍されています。会場の皆さまのお手元には、

レジュメを配布していますのでご参照ください。それでは白出弁護士、どうぞよろしくお願いいた

します。  

 
第２部 基調講演  

法整備支援に携わる－中国的特色のある法制度整備支援の現場から 

白出博之（中国長期派遣専門家･弁護士）  

 
ただ今ご紹介いただきました、弁護士の白出です。中国の法整備支援について話してほしいとICD 

さんからご提案いただいたときは、「法整備支援について弁護士として携わる」という題だったの

ですが、検察官や裁判官の方も専門家として赴任されている中で、弁護士としての違いがどれぐら

いあるだろうか考えたときに、あまりはっきりしないと思い、「法整備に携わる―中国的特色のあ

る法制度整備支援の現場から」という題に改めました。  

 
前半の法整備支援の入門についてのお話の中で、中国のきれいな青空をバックにした天安門の写真

が出てきました。中国は社会主義をとりながら市場経済を進めているわけですが、それは論理矛盾

ではないかという見方から、それが中国的特色のある社会主義、あるいは中国的特色のある制度な

のだという見方まで、非常にグラデーションがあると思います。従って、社会主義なのか共産主義

なのか市場経済なのかという話をしたときに、そういうグラデーションの中で、しかもすごいスピ

ードで全体が進んでいます。その中で、中国の法律を適用執行する行政及び司法制度、さらにその

法制度自体を作る立法機関がどのように動いているのかも、短い時間ですがお話しします。  

 
はじめに  

 
私は、国際協力機構（JICA）の中国に対する法整備支援の専門家として、2011 年1 月から赴任し 

ています。途中、新プロジェクトとの間が7 カ月開いていますが、現在まで7 年以上北京におりま

す。JICA と日本弁護士連合会による公募手続を経て、日弁連からJICA に推薦され、その後JICA と 
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の間で専門家委託契約を結んで専門家になるというルートであり、これまで私は公募に3 回挑戦し

ています。第1 部でもお話があったように、JICA はODA の実施機関であり、JICA 専門家は、発

展途上国に対する技術協力のために派遣される人員です。  

 

JICA の技術協力事業は、技術協力プロジェクト案件と技術協力個別案件の二つに分けられます。

プロジェクト案件は、あらかじめ日本と対象国との間でフレームワークや予測される成果等を文書

（R/D）で定めてプロジェクトを実施していきます。従って、目指す目標を初めにはっきり決めて、

2～3 年間で行います。第1 フェーズが終わったがまだ課題があるという場合には、第2 フェーズ、

第3 フェーズと続くこともあります。もう一つの技術協力個別案件は、R/D をはっきり定めるの

ではなく、ややふわっとしたイメージでの総合的な支援です。  

 
私がこのプロジェクトに参加した2011 年段階では、中国の立法機関の立法ニーズが、緊急性や必

要性等について激しく変わることがあり、臨機応変な対応が求められました。従って、3 年前に作

ったR/D 文書での目標では実態に合わなくなることもあり、それに対応するために技術協力個別

案件という形で進められました。  

 

私が現在担当しているプロジェクト案件はさらにその進化形であり、支援ニーズもどんどん変わる

ので、毎年1 回、カウンターパートである全国人大法工委との間で合同調整委員会（JCC）を開い

て、今年度の対象法令を2～3 本ずつ決定し、1 年間その法律の起草支援等を行っており、それを

2014 年から毎年繰り返しています。従って、支援対象法の量と範囲が増え、作業スピードも上が

っているというのが現プロジェクトの特徴です。  

 

私が中国法整備支援専門家に挑戦した動機、所属先、経歴をよく聞かれます。私は弁護士ですが、

渉外事務所に所属している弁護士ではありません。平成7 年に大阪弁護士会に登録して、一般の民

商事事件を中心にした法律事務所の弁護士です。取扱事件としては消費者法分野での活動が多いの

ですが、姫路獨協大学で特別教授をしていた際に中国語を始めました。第二外国語はフランス語で、

中国語を習ったことはなかったのですが、私の授業には中国からの留学生が複数おり、彼らをきち

んと指導したいと思い、2008 年から中国語の勉強を始めたのです。皆さんもご存知の魯迅先生が、

医学を志して（旧）東北大で学んだ際に、藤野先生の丁寧な指導を受けた話は有名ですが、藤野先

生ほどやれるかどうかは別として、中国語で指導したいというのがきっかけでした。  

 
私が初めて中国に行ったのは2009 年です。日本弁護士連合会は中国の弁護士協会である中華全国

律師協会と協定を結んで2 年に1 度シンポジウムを開催しており、2009 年は「日中倒産法比較シ

ンポジウム」でした。私は大学で民事手続法、民事実体法、消費者法、及びそれらを組み合わせた

債権回収の授業などを担当しており、テーマがちょうど破産法だったのでそれに参加しましたが、 
そこでの中国側弁護士との議論が非常に面白かったのです。私はその時点で約1 年間中国語を学ん

でいましたが、同シンポを経て、もっと専門的に中国語と中国法を勉強したいと考えました。そこ 
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から1 年間さらに勉強を続けていたところ、2010 年7 月に弁護士会メーリングリストで、たまた

まJICA プロジェクトの専門家公募情報を目にしました。当時は、法整備支援に関する今日のよう

な催しに出たことはありませんでした。現在では日弁連やJICA 等の国際活動に興味のある方々の

ために様々な研修や登録制度がとても充実していますが、私の場合は偶然であり、本当にタイミン

グが良かったということです。  

 

上述のように既に中国語を2 年間勉強していたこと、大学で教えていた民事訴訟法および民事関連

法については、中国の立法支援もできるのではないかと思い、日弁連の公募手続に挑戦したもので

す。私は公募に3 回挑戦していますが、2 回目は2014 年です。2012 年秋頃にはご存じの通り日中

関係が非常に悪化していました。しかし、現場の全国人大法工委の人たちが日本側と口を聞かなく

なった等ということは全くなく、協力関係は継続しており、2012 年8 月末に新民訴法ができた後

も消費者権益保護法や行政訴訟法等改正の準備を進めていました。もっとも、あの当時、報道され

ていることは悪い面ばかりであり、同様に中国国内では日本の正しい情報が報じられていませんで

した。せっかく日中間の架け橋としてやっているのに、非常に残念な状況にあり、日中関係が悪く

なったことに非常に心を痛めたというのが、2014 年に2 回目の挑戦をした大きな動機です。  

 

そして現プロジェクトでは、去年延長され、中国民法典編纂および特許法改正の支援を継続してい

ます。実は、中国にはまだ民法典がないため、統一した民法典を完成するためのプロジェクト延長

です。現在はばらばらのパーツに関する単行法であり、しかもかなり古くて隙間もあり、新しい取

引や類型の事象に対応できないので、2020 年を目標に統一が目指されています。これほど面白く、

やりがいのあるテーマは他にないと思ったのが去年11 月で、3 回目の公募にチャレンジしたもの

です。  

 
よくある質問ですが、中国法整備支援専門家に必要な基礎的能力、対策は何か。JICA のホームペ

ージに、国際協力に関わる者としての必要な能力が六つほど掲載されています。それ以外に中国プ

ロジェクトの専門家として必要な能力が四つあることを指摘しておきます。すなわち、①日本語、

②日本法、③中国法、④中国語に関する能力であり、専門家として業務をする上で、この四つを日々

伸ばし続けなければいけません。これはどの国で支援をする場合も同様ですが、非常に重要なもの

だと思います。2011 年に初めて北京に赴任した際、手痛い洗礼を受けました。それに関する対策、

特に言語対策等についてはレジュメに参考文献を挙げています。また、我が国の法整備支援全般に

関する情報で、容易にアクセスでき、最も権威があり、一番まとまっているものは「ICD NEWS」

です。ICD の関連URL からバックナンバーの全てを一覧できるので、興味ご関心のある方はぜひ

確認してください。  

 

なお、皆さんはそもそも中国に対してどのような理解、あるいはどのようなイメージをお持ちで 
しょうか。「中国に行くなんて絶対に反対、危ないところでしょ」というのが7 年前の家族の反応

でした。爆発する携帯、危ない食品、偽物やPM２.５汚染、反日デモまでもある。そこで生活する 
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こと自体、大丈夫なのかという見方です。特に日本での中国批判本や報道の仕ぶりから、このよう

な偏ったマイナスのイメージをお持ちかもしれません。しかし、何事も百聞は一見にしかずで、法

律家としては、まず正しく事実を認識したうえで、正しく対応する必要があるのではないでしょう

か。もちろん、その実態は現地に行って初めて分かることの方が多いのですが、そのような際立っ

た社会問題の解決に関わることができることも、中国法整備支援の魅力だと考えます。  

 

中国法整備支援の概況について  

 

「中国5000 年の歴史」とは言いますが、中華人民共和国は1949 年10 月1 日に成立した国です。

これまで何回か重要な憲法改正をしています。今年も憲法改正がありましたが、1999 年の憲法改

正時に「依法治国（法に基づく国家統治）を実行し、社会主義法治国家を建設」という条項が入り

ました。要するに、法に基づくガバナンスを徹底するという規定であり、これをベースに具体的な

法制度および行政、司法を改革していくこと、また2010 年をめどに「中国的特色のある社会主義

法律体系の形成」が国家目標とされていました。  

日本の対中ODA の経緯について、レジュメで岡田先生の論文を挙げましたが、改革開放支援の一

つとして、2004 年から「経済法・企業法プロジェクト」を開始し、中国の商務部に、会社法、証

券法、企業破産法、独占禁止法、市場流通関連法規の支援をしました。  

 

次に、現在のカウンターパート機関である全国人大常委会法制工作委員会に対する法整備支援が

2007 年から始まりました。当時は三大訴訟法の刑事、民事、行政訴訟を全てリニューアルするこ

とが立法目標でした。その中で、改革開放という中国における市場経済に向けて必要なものとして、

「民事訴訟法および仲裁法改善プロジェクト」が開始され、前任の住田尚之弁護士が長期専門家と

して赴任されていました。この経緯等の詳細は、レジュメにある法整備支援20 周年の本『世界を

変える日本式「法づくり」』に記載されていますので、当時の関係者の取り組み等についてはそち

らをご覧ください。  

  

中国の立法機関、立法手続、立法計画については、中国の憲法および2000 年にできた立法法に規

定されています。中国の立法機関、すなわち国会に相当するのが全国人民代表大会です。毎年3 月

に全国から約3000 人の代表が北京で一堂に会して約2 週間、国政の重要事項を報告し、協議・決

定します。もっとも、年に1 度、2 週間だけで国政の重要事項、立法事項に対応できるのかという

問題がありますので、実際には全国人民代表大会常務委員会が重要な役割を果たしています。常設

機関である常務委員会会議は、2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の偶数月に行われ、そこで

重要な法律（基本法律）について検討されますが、実際上、中国における最高の意思決定機関的な

ものとして全国人大常務委員会が作用しています。そして、その中には法律草案等を調整するプレ

審議等を行う法律委員会があり、さらに基礎的な調査や起草準備作業等を担当するのが法制工作委 
員会です。  

現在、中国の全国人大及び常務委員会が作った「法律」は約260 本しかありません。2 年ほど前の 

 

14  



日本の有効な法律は約1900 程です。国民の権利・自由などの重要事項については、最高機関の制

定した法律によらなければなりませんが、かかる観点からすると、中国の「法律」は量的にも質的

にもまだまだ不十分であり、これが現在の具体的な立法の状況なのです。  

 

私は2011 年から赴任したのですが、前フェーズにおいて中国側の立法ニーズが目まぐるしく変化

した経験を踏まえ、「民事訴訟法及び民事関連法」という形でストライクゾーンをあらかじめ広げ

て、個別案件という形でプロジェクトが実施されました。2012 年8 月に新民事訴訟法ができ、2013 

年10 月には消費者権益保護法の改正が決定されました。民事関連法として、当初は「民法総則」

を対象とするいう話だったので、法工委のスタッフとひざを突き合わせて、民法総則について議論

しなければならないと考え、かなりの準備をして赴任したのですが、1 年後に中国側は「民法総則

ではなく、相続法をやる」ということで、ここでも手痛い洗礼を受けました。  

 

北京は秋田と同じ緯度であり、上海は鹿児島と同じぐらいです。北京はかなり北の方にあり、しか

も内陸なので、私が行ったとき最高気温は0℃で最低が-13℃でした。卵から生まれた雛が初めて見

たものを親と思うように、もともと北京はこういうところだと納得していました。しかし容易に納

得できないこともあり、これは他国の法整備支援とは異なった「中国的特色のある専門家業務体制」

に関する点です。赴任当初、他国の法整備支援と同様に、法工委に入りボアソナードのように頑張

ると期待に胸を膨らませておりましたが、そのような執務体制は拒絶されてしまったのです。つま

り、全国人大常務委員会は中国の中枢機関として、人民解放軍が常時警備しているところですが、

「新中国ができてから六十数年の間、どのような外国人もここに常駐したことはありません。とて

も残念ですが」と。こうして法工委内部での共働という「ボアソナードの夢」はかないませんでし

たが、他国の法整備支援と同様の執務体制がとれないことの反面で、中国プロジェクトの現場でど

のような工夫をしているのかついては、レジメに詳細に記載しておりますので、そちらもご参照く

ださい。  

 
2012 年春には新しく国別研修「行政訴訟法及び行政関連法」が採択され、その業務を兼任するこ

とになりました。大学時代の民法ゼミで公害訴訟を取り扱って以来の環境保護ということで、とて

も勇気が要りましたが、「迷ったらやってみる」「頼まれたことはやる」という信念に基づき、こ

れも担当させていただきました。レジメに記載したように、具体的には環境保護法、行政訴訟法、

食品安全法、大気汚染防治法、教育三法など、非常に現代型の課題や、民生の保障ニーズへと世界

が広がりました。  

 

2012 年秋には反日デモが起こりました。8 月30 日に新民訴法が成立し、その直後にはプロジェク

トで国際シンポジウムを開催するなど、日中関係はとても順調だったのですが、9 月7 日から反日

デモが続きました。日中間の国際協力に携わる者として非常に心を痛めた時期でしたが、自分の身

を守ることについても意識させられた時期でした。しかし、そのような状況下でも法工委は、政治 

状況とは関係なく非常に協力的であり、実務的には淡々と作業を続けていました。また、2013 年

の年初にはPM2.5 汚染問題が発生して、急きょ環境保護法改正が最優先課題とされましたが、対中 
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ODA タスクフォースということで、JICA 中国事務所と環境関連プロジェクト、大使館及び環境

省の方々と協力体制を組むことにより何とか対応できました。  

 

2014 年開始の現プロジェクトについて3 点指摘します。まず、全国人大法工委だけではなく、法

の執行をし、行政法規を制定する国務院、さらに司法解釈を制定する最高人民法院の関係者も訪日

研修や現地セミナーに参加されています。法律自体はどうしても抽象的ですが、行政法規や司法解

釈という形で具体化される場面に対しても、日本法の知見を提供するために、そういった方面にも

積極的にアプローチしているのが特徴です。  

 

次に、先ほども申し上げたように、プロジェクト支援対象法を毎年2～3 本ずつ決定していますが、

そのプロセスが特徴的です。中国では中期立法計画を5 年分、70 本程を決定し、その中からさら

に年次立法計画として毎年12～13 本が決定されますが、これに対して日本側からミシュラン方式

で優先順位を示して積極的に提案して対象法を決めるというプロセスが確立しています。レジメに

記載した2013 年「法制度整備支援の基本方針（改訂版）」では、中国に関する法整備支援に関す

る基本的スタンスが示されており、具体的には「日本企業の活動の円滑化と法の支配に基づいた健

全なガバナンスの確立のため」という観点から協力を続けていくものです。従って、中国側の意向

に基づく立法計画だけではなく、中国で活動する日本企業にとってのメリットも戦略的に考慮す

る。このような観点からの対象法の選択プロセスです。  

現プロジェクトでは、コストシェアを実施しており、中国側にも一定の費用負担をしてもらってい

る点も特徴です。  

 

小括  

 

最後に、「日本は中国と今後どう付き合っていけばいいのでしょうか。あなたは専門家として具体

的にどうしていくのか」。これは2010 年に中国語会話も含めて、日弁連での約1 時間の専門家公

募面接試験の最後の質問です。どう答えたのかはっきり覚えていませんが、非常に大事な、難しい

問題です。そこで、私は、日々現地で仕事をする際、困ったときは必ずこの問題に立ち戻って考え

る原点にしています。さらに抽象的に言えば、それぞれの問題解決については、それは一体何のた

めなのか、誰のためなのか実質的によく考えて、決定し、調整等を心がけています。特に、ものす

ごいスピードで発展している中国社会の諸課題を必死で追いかけながら、他方では心を痛める事態

の発生することもありますが、それぞれの場面で、この原点に立ち帰るというのが実際です。時間

を過ぎて申し訳ありませんが、必要と思われる基本情報と参考資料はレジメに盛り込んでいますの

で、そちらをご参照ください。  

この報告が、法整備支援あるいは世界各国の法律、世界から見た日本の法律について考えていく

ことの一助となれば幸いです。どうもありがとうございました。  
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質疑応答 

 

（福岡） 白出専門家、どうもありがとうございました。日中間の架け橋として尽力されている白

出専門家の熱い思いが伝わってまいりました。大阪会場からお一方、質問を受け付けたいと思いま

す。  

 

（大学教員）大変興味深いお話をありがとうございました。最近の憲法改正の関連で、法整備業務

に影響というか、今後、何か関係があるかどうかという見通しがありましたらお話しいただければ

と思います。  

 

（白出） ご質問ありがとうございます。中国の憲法改正は非常に唐突でした。ただ、これについ

ては前振りがあったのです。  

 
まず2014 年10 月の共産党第18 期四中全会において「法に基づく国家統治を全面的に推進する若

干の重大問題に関する決定」が打ち出されました。これは党の一つの政策決定ですが、全国人大の

機能とは、中国共産党の政策を国の政策に転換する機械のようなものだと言う方もおります。中国

の憲法上、党は、憲法、国家権力、あるいは公民をリードする機関ですので、党が決めた一定の政

策や方針が、立法機関による法制度、さらには行政機関、司法機関を含めてリードするのは明らか

です。2014 年の四中全会決定により、憲法を核心とした中国的特色ある社会主義法治体系の構築、

社会主義法治国家の構築が全面的に打ち出されました。  

 
それとの関係で、立法面では重点分野立法の対応を強化すること、行政面では何よりも法治政府の

建設と法執行を厳格化すること、そして司法面では司法の公正と透明性の確保を中心とした司法改

革を進めることが、既に2014 年から打ち出されていました。そして、これらの課題を今回の憲法

改正では、習近平の新時代中国的特色ある社会主義法律体系という概念に含ましめたものと理解で

きます。  

 
さらに、つい最近も行政機関を再編し、法に基づく行政を徹底することが提起されています。 

これは既に4 年前から出されていた方針が、今回の憲法改正をもって確認され、さらに加速してい

るという位置付けで理解できます。ただ、注意しなければいけないことは、新憲法に関する解説が

まだ詳細には示されていません。党の政策が全国人大を通じて具体的法制度に転換されていくので

すが、その過程でいろいろな人がいろいろな意見を出してきます。何が新時代の新しい法治体系な

のかについて、決して明確には定義されていないのですが、周りがいろいろなことを発言していく

中で、それが具体的制度にこれから変わっていくという傾向が、これまで中国にはありましたし、

今回も同様だと考えます。今回の目玉として国家監察委員会が、憲法改正の中では大きくクローズ

アップされていますが、法整備支援との関係では、「憲法を核心とした」という部分に関連して、

立法・行政・司法ともにさらに加速して今までの方向性で進められていくという位置付けだと感じ

ます。  
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（福岡） 白出専門家、ありがとうございました。東京会場からも質問を受け付けたいと思います。

東京会場、いかがでしょうか。  

 

（梅本） 東京会場です。東京会場からもお一方、質問を受け付けたいと思います。ご質問のある

方はいらっしゃいますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。  

 
（弁理士） 大変なご努力に敬服いたします。非常にプリミティブな質問で恐縮ですが、中国で言

う法の支配とは、われわれが認識している法の支配という考え方と、中国の考え方とはだいぶ違う

のではないかと思います。Rule of law というのが本当の意味の、われわれが認識している法の支配

なのですが、rule by law、法による人の支配というのが中国の法の支配なのではないかと思います。

実務をやってみて、この辺はどのようにお感じになりますか。共産党一党独裁で、裁判所が全人代

に属しているという状態を見て、実務的にはどのような違いが出てくるのかお伺いしたいと思いま

す。  

 
（白出）ご質問ありがとうございます。まさに第18 期四中全会決定の関係で、憲法を核心とした

中国的特色のある社会主義法治体系の構築、法に基づく国家統治と、「法治」という概念が多用さ

れています。中国社会主義核心価値観12 項の中の一つが「法治」ですが、北京市内にはそのモニ

ュメントや看板が多数あり、そこには「rule of law」という英語訳が付けられています。つまり、自

分たちの「法治」という概念を「rule of law」と訳しているのですが、英米やヨーロッパ、日本から

見ると、本当に「rule of law」なのかという疑問はもっともだと思います。  

 

特に「法の支配」というときには、その「法」の内容は正しくなければならず、人権保障の観点と

密接に結び付いたものでなければならないはずです。しかし、中国では人権保障などという言葉は、

西側国家が自分たちの足を引っ張る道具に過ぎないという言い方が実際にされていました。もちろ

ん中国の憲法には基本権保障という枠組み以外に、人権規定もありますが、中国はまだ発展途上国

だから、人権規定を徹底して実現する段階にはまだない、あるいはそれを段階的に進めているのだ

という説明が一般的によくなされます。ただ、憲法の基本権規定や人権規定に裁判規範性があるの

かというと、それに基づいて救われたとされる例はわずかしかありません。従って、これは先生ご

指摘のように、人権がないのであれば、法の支配といっても形式的であり「rule by law」ではない

かという見方ももっともだと思います。しかし、中国当局は、自分たちも「rule of law」であり、そ

れは「中国的特色のある法治」であり、自分たちのできる段階でやっているという説明です。  

 
数年前、中国の大学講義で言ってはいけない七つのキーワード（七不講）という話が日本でも報道

されました。この禁止キーワードの中には、人権、民主、裁判所の独立などもありましたが、国家

の政策・方針として「憲法を核心とした法に基づく国家統治を全面的に進める」と宣言した以上、

もちろん「法治」を推進しなければならず、現状では人権や法の支配という言葉自体は全くOK の

ようです。つい1 カ月ほど前に広州・華東師範大学における行政機構改革シンポジウムに市橋先生、 
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本多先生と一緒に参加させていただいたところ、国際シンポジウムなので西側諸国からも先生方が

参加され、中国が「法治」と言う以上は、本来の「法の支配」の観点からはかくあるべしとの報告

が多数なされていましたが、中国側からの反対意見は全くありませんでした。ただ、現在の中国の

国情との関係で、実現できるのはどの段階なのかを考えながら進めていきたい、というスタンスの

ようでした。  

  

私たち日本も新憲法になってからは「法の支配」だと言えば、本家・元祖のアメリカやイギリス

からすれば、いやそれは「The Japanese rule of law」だと指摘されるでしょう。もちろん我が国の法

の支配は誇れる内容なのにですが。おそらく中国側としても「The Chinese rule of law」のつもりで

「中国的特色のある」という形容詞を付けているのだと思います。そして、そのような観点からす

れば、過去の問題点や現状から速断するのではなく、なお中国に対する法整備支援の具体的な課題

として、さらに前向きに捉え、じっくりと慎重に進めるべきだと考えます。  

 
（梅本） 東京会場の質問は以上です。  

 
（福岡） 大阪会場です。白出専門家にお聞きしたいことは山ほどございますが、時間の関係から

これで第2 部基調講演を終了いたします。白出専門家、どうもありがとうございました。皆さま、

もう一度盛大な拍手をお願いいたします。  

 
（梅本） それでは、ただいまから、第３部に入ります。第３部は、「長期派遣専門家の業務と生

活」と題して、お二人からプレゼンテーションをしていただきます。  

 

まず、最初は、現在東京地方検察庁検事であり、本年３月まで長期派遣専門家としてラオスで法整

備支援の現場で活躍された須田大検事からお話をいただきます。  

 
ここで、須田検事のご経歴をご紹介いたします。須田検事は、2002 年に検事に任官され、松江地

検、千葉地検、東京地検立川支部等で勤務された後、2013 年から法務総合研究所国際協力部教官、

そして2015 年６月から、ラオスの法整備支援プロジェクトの長期派遣専門家として、ビエンチャ

ンで勤務されていました。  

 

それでは、須田検事、よろしくお願いいたします。  

 

第３部 プレゼンテーション 長

期派遣専門家の業務と生活  

須田 大（東京地方検察庁検事･元ラオス長期派遣専門家）  

石神有吾（インドネシア長期派遣専門家･裁判官出身）  
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（須田） ご紹介にあずかりました須田です。よろしくお願いします。パワーポイントに従ってお

話ししたいと思います。前半が非常にまじめな話で、私が準備したものはくだけ過ぎているかもし

れませんが、そこはご容赦ください。  

 

経歴  

 

ご紹介いただいたとおり、私は元々検察官で、派遣されたのは2015 年6 月からでした。それまで

十数年、地方の検察庁や東京等で勤務した後、JICA の専門家としてラオスに行き、派遣機関は約2 

年9 カ月間でした。その前段ではアジア極東犯罪防止研究所の国際研修に参加し、派遣前の2 年3 

カ月間は国際協力部でラオス、ベトナム、東ティモールの法整備支援の国内サポートを担当してい

ました。  

 

ラオス人民民主共和国  

 

ラオスはインドシナ半島の真ん中にあります。面積は24 万km2 で、日本の本州と同じぐらいです。

外務省の発表によると、人口は約649 万人ですが、世界銀行の調査によると、現在はもう少し増え

ているようです。首都はビエンチャンで、民族はラオ族を含む約49 民族いるといわれています。

言語はラオス語で、宗教はほとんどの方が仏教です。上の写真はラオスのタートルアンという仏塔

で、一昨年450 周年を迎えました。てっぺんに何キロかの純金が備え付けられているようです。下

の写真は凱旋門のパトゥーサイという勝利の門です。ビエンチャンの目抜き通りに設置されてい

て、観光客が上に登って眺望を楽しんでいます。  

 

ラオスと言えばメコン川だと思いますが、左側の写真はメコン沿いの風景を上から鳥瞰したもので

す。右側の写真はバーシーという精霊信仰で、おはらいをする儀式です。祭壇を設けて、祝詞のよ

うなものをあげて祝ったり祈祷したりする儀式をやることがよくあります。  

 

法律人材育成強化プロジェクト概要  

 

私が現地で担当していたのは、法律人材育成強化プロジェクトのフェーズ2 です。これは今年の7 

月にいったん終了しますが、その長期専門家の一人として行きました。カウンターパート機関は司

法省、裁判所、検察院、ラオス国立大学の四つです。プロジェクト目標は人材育成です。 

支援分野としては、民法典の起草、民事分野や刑事分野の参考資料の作成、また法曹の育成プロセ

スの改善です。  

 

実施体制は、ラオス現地で動いているところと日本国内から支援しているところの二つに分かれま

す。長期専門家は日本から派遣され、ラオス現地でワーキンググループのメンバーとの共同作業を

行います。ワーキンググループには各カウンターパート機関から中枢人材が派遣されています。  

どんな職場環境だったかというと、私が行っていたプロジェクトオフィスは、日本でいう検察庁に 
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なると思いますが、最高人民検察院の研修所の一角をオフィスとして提供してもらっていました。  

 

右側の写真が研修所の一角です。1 階のスペースを入っていくと執務室のドアがあります。イメー

ジ写真を撮るためにプロのカメラマンさんに撮ってもらったので非常にきれいに撮れていますが、

細長い縦長のオフィスです。一部が会議スペースで、残りが専門家やスタッフが使うスペースです。

これは会議スペースを使っているときのイメージですが、写っているのは専門家とスタッフで、デ

ィベートをするとしたらこういう感じではないかという様子を写真にしたものです。  

 

これは個別のオフィスのスペースです。それぞれがパソコンをしつらえた席に座って仕事をしてい

ます。右側は集合写真です。スタッフや専門家の誕生日には、ケーキを買ってきて誕生日会を楽し

んでいました。  

 

既に写真に出てきましたが、一緒に仕事をしていたメンバーは、日本人の専門家が4～5 名、ラオ

ス人のスタッフが4～5 名という所帯で動いています。グループごとにプロジェクトの活動のコー

ディネーターをする人が3～4 名と、経理担当のスタッフがいます。スタッフはラオス人ですが、

英語か日本語が使えるバイリンガルの人材で、特に日本語を使えるラオス人は日本の大学で学んだ

経験があり、非常に優秀です。私が2 年9 カ月働いた実感では、プロジェクトはやはりチームプレ

ーです。専門家が一人でばりばり頑張ってもプロジェクトは動きません。他の専門家やスタッフと

共同して協力して進めていくことが大事だと痛感しました。従って、専門家として重要な資質の一

つは、バランス感覚や人と一緒に働く上での洞察力ではないかと思います。  

 
専門家としての仕事内容  

 

私は、チーフアドバイザーという立場で行きましたので、プロジェクトの総括の仕事をするかたわ

ら、サブワーキンググループをつくってラオス側の人たちを巻き込んで活動していました。 

二つのワーキンググループを担当し、一つは教育研修改善という、法曹の育成プロセスを改善して

いくことを目指すグループと、もう一つは刑事法のサブワーキンググループで、刑事の実務改善に

向けて執務参考資料を作っていました。こちらは、個別のグループ活動ではなく、プロジェクト全

体のマネジメントについて話し合う会議をプロジェクトオフィスで行っている写真です。  

 

多くはラオス国内で活動しているのですが、ビエンチャンのオフィスやカウンターパートのある一

室を借りたり、または車で2 時間ほど離れた所で活動したりしていました。この写真は、私が担当

していた教育研修改善のグループがビエンチャンで協議している風景です。右側は私が後ろの方に

立って、ホワイトボードで何かを説明しようとしていますが、常に専門家がリードして何かをイン

プットするということが活動の本分ではなく、実際には左側の写真にあるように、メンバーが議論 
し、専門家は議論の軌道がずれないように側方支援しながら、ラオス側のメンバーが主体的に物事

を進めていくことを引っ張っていくというスタイルでやっていました。 
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次は、ビエンチャンから車で2 時間ほど移動したところにある郊外型の合宿形式での集中協議の状

況です。左の写真では、議長を担当しているラオス人のメンバーが議事進行をしていて、私は端の

方にいます。議論はラオス側のメンバーが主に進めて、私はその議論が間違った方向に行きそうに

なったとき、あるいは意見を求められたときにサポートします。右の写真は、教育研修改善のサブ

ワーキンググループが集中協議しているところです。ラオスでは教材を作成しているという紹介が

あったと思いますが、裁判で確定した記録を使って教材を作る活動をしていました。その中で刑事

手続が法にのっとってなされているかどうかを記録を見ながら確かめる作業が必要となり、その作

業フローを専門家が書いて、条文ごとに一つ一つ物事が順番に動いているかをチェックする作業

を、メンバーと一緒にやっている写真です。写っているのは現在派遣されている伊藤専門家です。

このような形の共同作業で活動していました。  

 

現地セミナーも一つの支援手法として採用しています。大学の先生や実務家の先生方に、集中的に

インプットしていただきました。写真の中央には松尾先生も写っていますが、先生方に頻繁に来て

いただいて、われわれ現地の専門家の活動をサポートしていただいています。  

 

専門家のライフスタイル  

 

専門家のライフスタイルとして、例えばすごく忙しい時期の専門家の1 カ月を示しますと、いろい

ろなところに訪問したり、集中合宿に参加したり、ワーキンググループ活動があったりで週3～4 日

は埋まり、お客さまが来られるときには、週末も仕事になることもありました。  

ビエンチャンでの典型的な1 日は、6 時ぐらいに起きて、7 時半ごろに娘と一緒に車で出掛 

け、娘を学校に送ってから出勤し、仕事をした後、6 時過ぎぐらいには家に着いているという、非

常に人間的な生活をしていました。今とはだいぶ違う感じです。  

 
リトリートという集中合宿は、日本では味わえないような生活でした。朝から会議がスタートする

のですが、10 時ぐらいにコーヒーブレイクがあり、お茶菓子を食べながらラオスのメンバーたち

と談笑します。また1 時間ほど協議した後にランチで、お昼休みを終えた後に1 時間半協議してコ

ーヒーブレイク、また再開して遅くても5 時ぐらいに終了ということで、食べてばかりいるリトリ

ートでした。ものを食べながら話しているうちに、人間関係がどんどん深まっていくという効果も

あり、リトリートでの集中協議は非常に楽しい、実りの多い活動でした。  

 

そういう活動をしながら成果物が出来上がりました。ラオスのメンバーが作ったものですが、左は

2010 年から2014 年までに作った民事法、民事手続法、刑事手続法に関するフローチャートや解説

本などです。右側は2014 年以降に作ったもので、赤い本は刑事関係の手続について、特に捜査段

階に光を当てたQ&A ブックで、後ろにあるのが民事・刑事の模擬事件記録です。 

プライベートもすごく充実していました。ラオスの人はサッカーが好きなので、リトリートに行く

とアフターファイブはサッカーをしたり、結婚式に頻繁に呼ばれるので、結婚式に参加したり、も  
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ちろん飲み会が結構あって、いろいろな方と盃を交わしました。私は妻と娘の3 人で赴任しました

が、娘の学校行事に参加して、一緒に餅つきをやったり、ルアンパバーンという観光地に行って楽

しんだりもしました。  

 

このように非常に楽しい生活を2 年9 カ月送り、ビエンチャンの空港では多くの方にお見送りいた

だき3 月末に帰ってきました。このような感じの生活を送っていました。ご清聴、ありがとうござ

いました。  

 

（梅本） 須田検事、ありがとうございました。多彩な写真を交えてご紹介いただき、ビエンチャ

ンでの専門家の生活に、皆さまも思いをはせられたことと思います。  

続きまして、現在インドネシアに長期派遣専門家としてご滞在中で、今回、一時帰国いただきまし

た裁判官出身の石神有吾専門家からお話しいただきます。石神専門家は、2007 年に裁判官に任官

し、東京地方裁判所の知的財産権部や神戸地方裁判所姫路支部、知的財産高等裁判所等に勤務され

た他、2013 年にアメリカのサザンメソジスト大学に客員研究員として留学された経験をお持ちで

す。2017 年10 月よりインドネシアの法整備支援プロジェクトの長期専門家として派遣され、現在

は法整備支援の現場でご活躍中です。それでは石神専門家、よろしくお願いいたします。  

 
（石神） ご紹介にあずかりました石神です。よろしくお願いします。  

 
私は現在、インドネシアに派遣されています。そこに行くまでの経歴は、先ほどご紹介いただいた

とおりです。  

 

インドネシア・新規プロジェクトの概要  

 

インドネシアの新規プロジェクトでは、裁判官出身者、特許庁出身者、検察官出身者の3 人の専門

家が、それぞれ三つの機関をカウンターパートにしています。三つのプロジェクトを一つにまとめ

たようなプロジェクトですが、目的は、知的財産についてきちんとした法律を作り、きちんと運用

できるようにすることです。  

 
法的整合性を向上させるということですが、日本で普通に法律を学んでいると、法的整合性が取れ

ていないというのはどういうことか理解しづらいかもしれません。例えば、税関での輸入差し止め

です。インドネシアには、知的財産を侵害する物品を水際で差し止める制度があります。 

法律では商標と著作権を侵害していると差し止められると書いてありますが、政令では知的財産を

侵害していれば何でも、特許でも意匠でも差し止められると書いてあります。政令とどちらが上な

のかは微妙ですが、最高裁判所の規則には、やはり商標と著作権だけだと書いてあります。 
そのように、特許や意匠などを差し止められるのかどうか法令を読んでもよく分からない状況を法

的整合性が取れていない状況と考え、それを少しずつ直していくというのがプロジェクトの目的で

す。  
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また、私は裁判官の研修をしたり、知的財産についての研修のカリキュラムを作ったり、裁判官が

執務に使えるような判例集をまとめたりしています。  

 
業務内容  

 
スタッフの構成は、長期専門家が3 名、会計やセミナー会場の手配などを調整してくれる業務調整

員が2 名、インドネシア人スタッフが3 名です。インドネシア人スタッフの3 名とも英語は堪能で

すが、日本語はあまりできません。私は最高裁判所内にオフィスをもらえなかったので、プロジェ

クトで借り上げた共同オフィスで勤務しています。他の2 人の長期専門家は、それぞれの機関にオ

フィスをもらえたので、中心的にはそちらで実務をして、ときどき共同オフィスに顔を出すという

状況で仕事をしています。  

 

例として4 月23 日から1 週間の日常業務を取り上げました。月曜日は、オフィスで、5 月15  

日に行った、JCC という年間計画を話し合ったり、この1 年間の成果を発表したりする会議の資料

作りと、5 月16 日に行った知財に関するセミナーの資料作り、翌日（4 月24 日）のミーティング

の準備、7 月にやる予定だった本邦研修の日程調整などをしていました。火曜日は、最高裁で、判

例集を作るためのミーティング、また、本邦研修の延期を決定しました。水曜日は、オフィスで、

またセミナーの資料作りとJCC の資料作りです。木曜日は、最高裁に行って、JCC の資料の検討

をし、最高裁側からいろいろ意見をもらったり、あとインドネシアの会計年度は1 月～12 月なの

で、来年の予算のことを4 月ぐらいには話し合っておかなければいけないということで、予算に関

するミーティングを行いました。金曜日は、また1 日オフィスで、JCC の資料について、最高裁か

らの意見を反映させる作業をしていました。  

 
須田専門家は、カウンターパートにかなり任せて進んでいるというお話だったかと思います 

が、残念ながらインドネシアはまだそういう状況にはなっていません。組織的な対応があまりでき

ていません。熱心に協力してくれる裁判官と私の2 人でいろいろ決めたり作業したりする状況にな

ってしまっています。今後はもっと組織的に物事を進めていけるようになることが課題ではないか

と思っています。  

 
終日オフィスにいる場合のスケジュールは、5 時半ぐらいに起きて、6 時半に家を出て、7 時にオ

フィスに着くという感じです。ただ、勤務時間自体は8 時～4 時半です。早く行くようにしている

のは、別に忙しいからではなく、渋滞が非常に激しいので、8 時に着くためには7 時ぐらいには家

を出なければいけません。朝早く出れば10～15 分で着くところが、少し遅くなると1 時間ぐらい

かかってしまうので、早めに家を出るという生活をしています。右下の写真はバスから撮った渋滞 

の様子ですが、日常的にある風景です。  

 

それから、非日常的業務として、インドネシアの人が日本に来て研修する本邦研修が年に1～2 回 
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あります。また、現地で行うセミナーを平均月1 回ぐらいの割合で行っています。首都のジャカル

タだけでなく、出張して地方の裁判官を相手にセミナーを行うこともよくあります。  

 
セミナーの内容は非常に初歩的なものです。実際に私がセミナーで使っている資料の一部ですが、

A さんは小説を書いて、それを印刷して本を作りました。本の所有権は誰のものですか。A さん

のものです。著作権は誰のものですか。これもA さんのものです。この後、A さんは書いた本をB 

さんに売りました。所有権はどうなりますか。著作権はどうなりますかという話を続けていきます。

知財法を勉強されたことがあれば、簡単に分かると思いますが、このぐらいの内容がちょうどいい

とされるレベル感ということです。  

 

インドネシアの課題  

 

インドネシアの裁判官と話をしていると、法律家としての感覚は結構似ていると思うところが多い

です。例えば、同じものを同じに扱うとか、結構理屈っぽい話が好きな人が多いです。ただ、理論

面の発展の乏しさが挙げられると思います。そのために、結局は直感的な価値判断で結論を決めて

しまっているのではないかと思います。また、暗記重視で、知識を応用するという発想が乏しいと

感じます。  

 

それから、インドネシア裁判所は国会と警察と並んで汚職がひどい三大機関の一つに挙げられてい

るそうです。  

 
また、計画性が乏しく、前後の文脈やこれまで積み上げてきたものとは関係なく、思い付きで意見

を言うところがります。  

 

日本の法曹として  

 

インドネシアに行って感じたこと、あるいはアメリカに留学したときに感じたことも含まれます

が、日本の法学教育、法曹のレベルは結構高いのではないかと思います。理論体系がしっかりして

いるし、要件事実という考え方は、何を判断しなければいけないかがよく整理できる非常に優れた

考え方だと思います。判決も整理されていると思います。今のプロジェクトで判例集を作っていて、

日本の判例も翻訳してインドネシア側に紹介していますが、非常に整理されていて読みやすく、問

題提起、規範定立、当てはめがしっかりしているというところに、インドネシア側は感動していま

した。インドネシアの判決はかなり長いです。日本の判決より長いのですが、例えば20 ページあ

る判決だと、15～16 ページが主張ページ、結論が1 ページあるかないか、主文や訴訟費用の話が3 

ページぐらいと、ほとんどが主張ページで、しかも当事者の主張をコピー＆ペーストしただけのよ 
うな判決です。なので、日本の判決を紹介したところ、非常に参考になる、勉強になると喜んでも

らえました。日本には豊富な文献もあります。実務家、学者それぞれがしっかり仕事をしていると

いうことだと思います。  
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ここから先は日本の法曹としてというより、日本人としてということかもしれませんが、インドネ

シアの人は日本に対する憧れや信頼がかなりあるので、私のような若い人が行って、いろいろ偉そ

うなことを言っても結構聞いてもらえます。先ほど思い付きばかりで計画性が乏しいという話をし

ましたが、日本人はきちんと計画して話を進めていこうとするので、時として摩擦にもなりますが、

必要な能力ではないかと思います。  

 

生活環境  

 

私は妻と一緒に行っています。高層マンションに住んでいて、35 階建ての30 階です。右上の写真

は部屋から町並みを撮ったものです。これだけを見るとすごくいいところに住んでいると思うかも

しれませんが、残念ながらトラブルも多いです。雨漏りで壁紙が剥がれてきたり、電球が落ちてき

たりしました。かなりきれいなマンションに見えるのですが、トラブルがない人は聞いたことがな

いというぐらいです。私が住んでいるマンションがということではなく、インドネシアに住む以上

これは仕方ないと思った方がいいと思います。  

ジャカルタは大都会で、東京に次いで世界第2 位の人口集中率という話を聞いたことがあります。

渋滞がひどくて、歩道があまり整備されていない上に、歩道があったとしてもバイクが突っ込んで

くるので、徒歩や自転車での移動は困難で、なかなか外を出歩けないというところがストレスにな

っています。  

 
食事は甘いか、辛いか、甘辛いか、あと揚げ物ばかりで野菜不足になるので、健康には注意しなけ

ればいけません。一方でフルーツはおいしいです。  

 

良い点や面白い点として、まずインドネシアでは時間的な余裕が結構あります。先ほど、人間的な

生活を送れているという話もありましたが、インドネシアも本当にそのとおりだと思いま 

す。また、インドネシア人に物事を教える以上、自分が勉強しなければいけないので、日本法を勉

強し直すきっかけになっています。それから、文化の違いが非常に面白いと思います。インドネシ

アにもおやつタイムがあります。コーヒーブレイクを必ず入れます。セミナーの時間配分をどうす

るかというときも、おやつタイムをどこに入れるかは重要議題の一つで、入れなかったことはあり

ません。写真撮影タイムもあります。写真好きというのもあるのですが、その会議に出席したこと

の証明にもなります。会議に出ると手当がもらえるのですが、実際には手当だけもらって受けずに

帰ってしまうことがあるので、証明写真にするようです。  

 

苦労する点は、日程変更や欠席が続発することです。本当なら明後日から本邦研修が実施され、そ

れに合わせて私もインドネシアからこちらに来ている予定だったのですが、いろいろあって本邦研 

修は中止になってしまいました。あとインドネシア側で準備してもらわなければいけない予算がな

かなか確保されません。自分自身の問題として、語学力については、インドネシア語は全くできま

せんし、英語もおぼつかないので、コミュニケーションがなかなか取れなくて苦労しています。体 
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調管理も注意しなければいけません。そういう苦労はありながらも、面白い点の方が結構大きいの

ではないかと、私としては思っているところです。ご清聴ありがとうございました。  

 
質疑応答  

 
（梅本） 石神専門家、ありがとうございました。裁判所でのご経験を生かしながら活動されてい

るご様子や、滞在中ならではの実情やお悩みなども出てきて、大変興味深く伺いました。それでは、

会場の皆さまから、須田検事と石神専門家へのご質問を頂きたいと思います。まずは東京会場から

質問を受け付けます。  

 

（大学教員） 須田検事にお伺いします。私の専門は法律ではなく比較文化です。2000 年ごろに経

済政策支援という案件で、短期専門家として何度もラオスに派遣されたことがあるのですが、その

ときにラオス語の曖昧さも含めて、法律用語が大事だと思いました。当時は法律がひどい状態だっ

たので、法令整備を先にした方がいいのではないかと提案したのですが、あまり関心を持たれませ

んでした。実際に法の整備が始まったということで、関心を持って拝聴していました。 

法律用語を確定していく上でいろいろご苦労があったと思いますが、それについてお聞かせいただ

ければと思います。  

 

（須田） ご質問ありがとうございます。今、ご指摘いただいたところが、法整備支援の活動で困

難さを感じるところの大きな一つの要因です。今、弁護士が主体になり、ラオスの民法典の起草活

動をサポートしていますが、その分野において顕著に表れてくるのが法律用語をどう使っていく

か、何を当てはめていくかというところだと思います。既存の法律を解釈するときにも、そういう

問題は非常に多く出てきます。私は検事なので、主に刑事手続について、ラオスのメンバーと議論

することが多かったのですが、同じ言葉を同じ法律の中で同じように解釈しないという状況が出て

きたりしました。法律の文章をどのように解釈するかということについては、われわれ日本人だと

一定のルールがあることを前提として話をするのですが、それがまちまちであることが頻繁に起き

る状況でした。そこで法整備支援のプロジェクトの中では、同じ言葉は同じように解釈しないと、

みんなが理解に苦しむのではないかとか、法律のでき方にさかのぼって考えていくと、この言葉は

このように解釈するのが適当なのではないかというようなことを提案し、議論しながら、なるべく

そちらの方に導いていけるように日々努力していますし、まだその活動の途中なのではないかと考

えています。  

 

（梅本） 東京会場から、もしご質問のある方がいらっしゃればあとお一方、受け付けたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。  

 

（学部生） 貴重なお話をありがとうございます。須田さんに質問です。とても楽しそうな2 年 

9 カ月のお話を伺いましたが、一番大変だったことを教えてください。  
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（須田） ご質問ありがとうございます。お察しのとおり、楽しんでばかりいたかもしれません。

先ほど石神さんがおっしゃったように、言葉の面の苦労が非常に多かったように思います。 

私自身、英語の能力もラオス語の能力も大したことはなかったので、その部分で非常に苦労しまし

た。とはいえ、法整備支援のプロジェクトの専門家として行くと、向こう側も私の言いたいことを

理解しようとしてくれますし、こちらも理解してもらいたいという、お互いの姿勢がマッチングし

ているので、言葉を超えた理解が醸成されていくこともままあり、困難を感じながら進めていくこ

とも振り返ってみると幸せのような、そんな2 年9 カ月でした。ということで、楽しんでばかりで

申し訳ありません。  

 
（梅本） 東京会場からは以上です。大阪会場に回します。  

 
（福岡） 大阪会場です。それでは、大阪会場から石神専門家にご質問のある方はいらっしゃいま

すでしょうか。挙手をお願いいたします。よろしくお願いします。  

 

（司法修習生） お話をありがとうございました。インドネシアでは汚職が問題になっているとい

うお話がありました。法整備支援の中で汚職に対する対応策を何かやっていれば教えていただきた

いと思います。  

 

（石神） ご質問ありがとうございます。プロジェクトとしては、汚職に対する対策はやっていま

せん。このプロジェクトは知的財産に関するもので、今度、1 週間ぐらいの研修をするのですが、

裁判官倫理のコマが入っています。1 週間以上の研修では必ず裁判官倫理を入れることになってい

るようです。私はそこにはノータッチですが、そのぐらい汚職を防止しなければいけないという意

識は高いのだと思います。  

 

（福岡） ありがとうございました。大阪会場からもうお一方、どなたかいらっしゃいますか。 

よろしいですか。それでは大阪会場からは以上です。東京にお戻しします。  

 
（梅本） 以上で第3 部のプレゼンテーションを終了します。須田検事、石神専門家、ありがとう

ございました。改めてお二方に拍手をお願いいたします。  
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第４部 パネルディスカッション  

法整備支援との携わり方とキャリアパス 

パネリスト  

松嶋希会（アンダーソン･毛利･友常法律事務所 弁護士） 

國分典子（名古屋大学法政国際教育協力研究センター(CALE)センター長） 

小松健太（独立行政法人国際協力機構(JICA)国際協力専門員･弁護士） 

中村憲一（東京地方検察庁立川支部検事･元ラオス長期派遣専門家） 
渡部吉俊（法務省大臣官房国際課法務専門官） 

モデレーター  

森永太郎（法務省法務総合研究所国際協力部長･検事） 

 
（森永） 今回のメインテーマは、法整備支援にどのような関わり方ができるのか、そのキャリア

パスは一体どうなっているのかということですが、冒頭にも申し上げたとおり、少なくとも私の認

識では、現在まだこれといったものが確立されているわけではなく、逆に非常に横幅が広い、いろ

いろな可能性があるのだということをまず申し上げておきたいと思います。こうでないと関われな

いということはありませんし、逆にこういうステップを踏んだら必ず関われるということでもあり

ません。例えば、法整備支援をやりたいと思って司法試験を受けて検察官になったとしても、必ず

国際協力部に来られるという保障はありません。ただ、逆に言えば、それだけ可能性はいくらでも

あるのだと認識していただきたいのです。  

 

そこで、今回は鋭意よりすぐりの、やや変わった経歴をお持ちの方々をパネリストとしてそろえさ

せていただきました。最初に、そもそもどういう形で法整備支援と名の付く活動に関わるようにな

ったのか。足を突っ込んだのか、はまってしまったのか、ごく簡単にお一人ずつにご紹介をお願い

したいと思います。順番としては、東京側のパネリストの國分先生が、名古屋の法政国際教育協力

研究センター（CALE）のご紹介もかねてお話しいただきますので、まずはトップバッターとして

國分先生からお願いします。  

 
パネリスト自己紹介  

 
（國分） 名古屋の法政国際教育協力研究センター（Center for Asian Legal Exchange：CALE）の國分

と申します。法整備支援に関する直接的な活動として、私たちの大学では、海外に八つの拠点を設

けて、そこで協力支援を行い、また研究活動もしているのですが、その中でも特に六つの拠点で法

学教育の支援を行っています。各地の法学系の学部のある大学の中にセンターを設けて、日本語に

よる日本法の教育支援を実施しています。それぞれの国に、非常勤・常勤の先生方がいて、現地で

採用する先生もいれば日本から派遣する先生もいます。日本から2 人ないし1 人を送っていまし

て、日本語と日本法の先生を1 人ずつ送る、あるいは日本語の先生を1 人だけ送るというようなこ

とでやっております。現在、日本法を教える先生を送っている拠点は、モンゴル、ウズベキスタン、

カンボジア、ハノイです。  
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なぜそのようなことをしているかというと、日本はそもそも自分たちも法整備支援を受けた国であ

り、欧米法を継受したという歴史を持っていて、固有法と継受法を合わせたハイブリッドな法構造

を持つに至った国であるということが背景にあります。ですから、日本法を勉強するということは、

日本法だけを学ぶのではなくて、外国のことを学ぶことにもなります。また、われわれ日本人は学

問的にも比較法の研究を従来から盛んにしてきた経験があります。そういう意味で日本は、法学教

育を今申し上げたような国々で行っていくに当たって、一つ勉強するに足る国なのではないかと考

えている次第です。  

 
それをなぜ日本語で勉強してもらうのかというと、本格的に日本の法を勉強してもらうとなると、

英語の資料だけでは足りないのと、法律用語は非常に難解ですし、厳格に考えなくてはいけないの

で、翻訳語ではなくて、本当に日本で使っている意味を分かってもらうためにも日本語の教育が必

要であると考えているからです。  

 

そうしたことを通じて、比較法的な勉強をして自分の国の法を見つめ直すことによって、母国の法

を客観的に見ることのできる人材を育成しつつ、現地の人々と私たちも交流して、自分たちも学ん

で協力関係を築いていきたいと考えているわけです。先ほど申しました日本法の各地のセンターに

派遣する講師というのは、時々募集もしていますので、ぜひご関心のある方はお申し出いただきた

いと思っております。  

 

（森永） 國分先生、ありがとうございました。私もこのCALE の日本法センターの卒業生は何人

も知っておりますが、皆恐ろしいぐらい日本語でちゃんとした論文を書きます。こういう人たちが

徐々にこの法整備支援の世界の人材になっていただいているし、先方国の発展にも寄与していただ

いているのを目の当たりにしております。こういった方々を育てる仕事に就くことも非常に大きな

法整備支援への関わり方ではないかと思っております。  

 

続きまして、東京へ映像を移します。腹立つぐらいロシア語がうまいという松嶋希会先生、お願い

します。  

 
（松嶋） ただいまご紹介いただきました松嶋希会と申します。1 年前に日本の弁護士に復帰して

おります。私は弁護士として法整備支援に従事しましたが、法整備支援をやりたかったというより、

そもそも弁護士になる前にロシアや中央アジア、シルクロードの仕事をしたいと思いまして、専門

性を付けるために法律を選んだという経緯があります。私はウズベキスタンの現地専門家でした

が、先に地域に対する興味が大きくありました。弁護士になった2001 年頃に弁護士としてロシア

や中央アジアの仕事で食っていけるわけではなかったので、当時はロシアに直接仕事を探しにいこ

うと考えていました。ただし、将来海外に出るにしても日本の弁護士としての実務経験はとにかく

積んでいけといろいろな先輩から言われたので、まずは、ロシアとは関係ない事務所で働いていま

した。  
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その後、やはりロシアなどビジネスでは難しいなというときに、法整備支援でウズベキスタンの可

能性がないか探していたところ、たまたまウズベキスタンで、しかも私が仕事をしていた倒産法と

いう分野でJICA プロジェクトがあるということで興味を持ちました。弁護士がJICA 法整備支援プ

ロジェクトの専門家になる場合、日弁連が公募をして専門家になりますが、ウズベキスタンのプロ

ジェクトは専門家を公募して現地に派遣するような大きいプロジェクトではなかったので、JICA 

の専門家養成個人研修を利用して日本での活動に参加しました。専門家養成個人研修は、自分でこ

ういう研修をやりたいと企画書を策定し、研修先も自分で見つけてきてJICA に応募するものです。

当時そのIICA プロジェクトは法務省法務総合研究所国際協力部が扱っており、国際協力部を研修

先として9 ヶ月間ウズベキスタンの倒産法のプロジェクトに関与させてくれという内容で応募し

てJICA に採択されました。研修の途中で、研修後に現地で専門家としてプロジェクトに参加し続

けないかとの話がでてきて、専門家になりました。日弁連の公募という一般のルートとは違う形で

専門家になりました。  

 

その後、プロジェクトが終わって、2008 年にロシアに移りまして、2010 年から2017 年までロシア

で働いて、ロシアをベースにロシア、中央アジアや他のCIS 諸国の仕事をしておりました。 

簡単に経歴を申しますとそういうことになります。以上です。  

 

（森永） 松嶋先生、ありがとうございました。ウズベキスタンでだいぶ倒産法の関係で活躍され

て大変だったと思いますが、その後、ロシアはモスクワのコンサル会社で働いておられたそうです。  

 
続きまして、JICA の専門員をやっておられます小松先生です。専門はミャンマーとセネガル。  

 
（小松） こんにちは、小松と申します。私の経歴はお配りしていたレジュメのとおりですが、法

整備支援という分野に興味を持ったきっかけは、大きく分けて三つあります。  

 

一つは、元々子どものときから外国で働きたいとか国際的な仕事をしたいと思っていて、外交官に

なりたいという夢もあったので、まずそれが一番です。  

 
もう一つが、ソニーで働いていたときに著作権に関することをやっていて、そこで、その当時、著

作権を保護する規格を決める会議をいろいろな会社を含めてやっていたのですが、そこでアメリカ

の弁護士が出てきていろいろ格好いいことを言うわけです。弁護士がルールメーキングに参加して

いるのを見て、日本でそういうことはあまりないので、格好いいなと思ったということがあります。  

 

三つ目は、留学をした後、JICA がやっている法整備支援に関する能力強化研修したことです。毎

年8 月に1 週間ほどかけて行われる、法整備支援とは何か、具体的にどういうことをしているかと 

いう研修なのですが、それまでは法整備支援の話を全然知らなかったのですが、そこで初めて知っ

て、法律という専門性を生かしながら国際協力もできる、何と素晴らしい世界があるのだと思って 
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この分野に入ってきました。  

 

それで専門家としてミャンマーに3 年半いて、生活自体は先ほど須田さんや石神さんがお話しされ

たようなことをやっていまして、今は東京に戻ってきて、国際協力専門員をしています。これはイ

ンハウスアドバイザーで、JICA の職員に対してアドバイスなどをしています。  

 

（森永） ありがとうございました。それでは、あとのお二人はどちらかというと官側ということ

になりましたが、中村検事、お願いします。  

 
（中村） 検事の中村です。検事として21 年目になります。検事の仕事というと捜査・公判という

イメージを皆さんお持ちだと思いますが、私もどっぷりそこに浸かって、10 年間ぐらいはほとん

ど国際というものとは関係なく、当時は府中の方にあったアジ研で1 カ月半ほど国際研修を受けた

以外は国際的な仕事には全く関わっていない状況でした。  

 

今回お声掛けいただいたのは、恐らく私が国際協力部（ICD）で行われた国際協力人材育成研修の

第1 期生で、当時、国際協力部にいらした森永部長の引率でベトナム現地に連れていっていただい

て、そこでベトナム側のカウンターパートとの企画の打ち合わせなどを見て、自分もそのような仕

事をしてみたいという希望を持ち、その後ICD の教官になり、ラオスの長期派遣専門家になった

という経緯をたどったからだと思います。先ほどの須田検事の発表は、私自身非常に楽しくという

か、懐かしくというか、拝見しておりました。以上です。  

 
（森永） 中村検事、ありがとうございました。今、中村検事の言っていた研修は、実はICD で秋

ごろ、大体いつも11 月ごろなのですが、法務省職員や検察官の若手人材を発掘しようという目的

の下で、5～6 名を募集して、国際協力部の教官が引率してベトナムやラオス、カンボジアの現地

に行って、若干活動をしてみるというお試し法整備支援的な研修があり、それを指しているわけで

す。それの第1 期生が中村検事で、私が連れていって、ベトナムの検察院でさんざん酔っ払ったの

を覚えています。  

 

続いて法務省大臣官房国際課の渡部さん、お願いします。  

 

（渡部） ありがとうございます。法務省大臣官房国際課の渡部と申します。最初に少しご紹介い

ただきましたが、官房国際課はこの4 月に新設された部署です。上川陽子法務大臣の下、「司法外

交」を推進するための司令塔組織として発足したものですが、少なくとも今のご時世で組織が新設

されるのはかなり珍しいことですので、この法務分野で国際化の波が来ている、ニーズが高まって

いるというのは確実に言えることだろうと思っています。  

他方で、私のキャリアパスについては、森永部長が確たるキャリアパスはないと最初におっしゃい

ましたが、法務省に入った当時はもちろん国際課ができるなどとは思っていませんでしたし、その

前は法務総合研究所国際協力部で3 年間教官をしていましたが、そこに入れるとも思っておりませ 
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んでした。入省後、さまざまな部署で行政官としての経験を蓄積する中で、国際協力部が発行して

いるICD NEWS という広報誌を目にしたり、国際研修に参加する機会を得たりして、ある程度法

制度整備支援への関心は持っていたところ、3 年間国際協力部教官として法制度整備支援に携わる

ことができまして、さらにその経緯を買われたのか、この4 月から国際課の方で仕事をさせていた

だいているという状況です。  

 

専門家として身に付けておくべきこと  

 

（森永） ありがとうございました。それでは次のテーマに参りたいと思いますが、実際にその仕

事に就かれて、こんなことを知っていたから得したとか、こんな能力があったから仕事をしている

上で助かった、あるいはこんな勉強していて良かったということがあれば、一言ずつ。逆に、これ

を知らなかったからひどく苦労したとか、ひどく損したとか、そういうのがありましたらお一人ず

つごく簡単にご紹介いただきたいのですが、これは大阪から行きましょうか。小松先生、どうぞ。  

 

（小松） 法整備の現場というのは、結構瞬発力が求められるものだと思っています。向こうから

突然聞かれた質問に対してちゃんと答えられるかどうか。それほど難しい質問ではないこともある

し、すごく難しい質問もあるのですが、そこでちゃんとうまく答えられるかどうかは非常に重要で、

そのために何を勉強すればいいのかと考えると、やはり基本なのではないかと思うのです。基礎的

な民法の考え方、刑法の考え方、訴訟法の考え方、手続保障の考え方、人権保障の考え方、その基

本を押さえておくことが一番求められていることなのではないかと思いました。もちろん語学がで

きたり、最先端の法律を知っていたりということも、もちろん役には立ちますが、その分野は現地

専門家として駐在した場合は外にお願いすることができるのです。大学の先生も弁護士の先生もい

ますから、そういうことはできるので、基本をおろそかにせずきちんと勉強することなのではない

かと思います。  

 
（森永） ありがとうございました。私もそれはそう思います。私などは口からでまかせで何とか

対応していますが、それでも基本的なバックグラウンドがないと・・・。一番大事なのは大体の見

当が付くということなのです。向こうが聞いていることについて、正確には分からないけれども、

大体こんなところだろうと押さえていれば、あとは割と何とかなると思いませんか、渡部さん。  

 

（渡部） 専門家でなくても、ある程度の知識があれば、勘所をつかむことができると思います。

公務員は一般にジェネラリストですので、法制度整備支援を実施するに当たって必要な細かい専門

知識や法律実務に関しては、同僚であった検事や、一緒に仕事させていただいた弁護士や学者の先 
生方に伺いながら、実務をこなしていました。他方で、行政官である自分が経験してきた役所的業

務、つまり国会関係とか法令起草といった業務については、国際協力部という組織の中では比較的

自分に強みがあり、ある程度貢献できたのではないかと思っています。したがって、常に結果論で

はあるのですが、時々のいろいろなニーズの中で、これだったら自分が貢献できるというものを常 
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にストックしておくと、組織の中で同じ強みを持つ人は意外と少なかったりするので、貢献するチ

ャンスが回ってくるということだと思います。  

 
（森永） ありがとうございました。実際、皆さんはまだあまりお分かりにならないかもしれませ

んが、法整備支援というのは先方の国の機関を相手にすることが多いです。そうすると、実はビュ

ーロクラシーを知っているというのが結構大事だったりするので、その点も心に留めておいていた

だきたいと思います。東京、いかがでしょう。こんなことを知っていたら助かったとか、これを知

らなかったから損したとか、困ったというのはありませんでしょうか。中村検事から行きましょう。  

 
（中村） これを知っていてよかったと言えるかどうか分からないのですが、日本の専門家の派遣

というのはある程度経験年数を積んでから行くということで、私自身も十数年検事としての経験を

持って行ったのですが、例えば普及セミナーなどで地方に行ったときに、捜査に関する話をする中

で、自分の経験を踏まえて話をすると、聞き手側には検察官もいれば、警察官もいればという中で、

非常に興味を持って話を聞いてくれますので、やはりある程度の実務の経験を持って行くというこ

とは役に立つのかなと感じておりました。  

 

小松先生もおっしゃっていたように、学問的なところに関しては、やはり実務家は比較法的な観点

があまりなかったりしますが、日本の大学の先生方は大陸法的な発想も英米法的な知識もあり、ど

ちらかに軸を置いていらっしゃる先生が多いかとは思いますが、両方の観点をお持ちなので、先生

方のアドバイスを頂くことで乗り切れていたというか、大変助けていただいたと考えております。

以上です。  

 

（森永） ありがとうございました。まさに中村検事の言うとおりでして、われわれ実務家は、私

も含めて理屈の方はいまいち危なげなところがあるものですから、実は学者、研究者の方々とお知

り合いになれることは非常に大きな財産ですし、そういうネットワークをどれだけ広く持っている

かというのは強みの一つになるのではないかと思います。今後とも一つよろしくお願いします。國

分先生、いかがでしょう。  

 

（國分） 恐れ入ります。こちらこそ今後ともよろしくお願いします。私は研究面ではあまり法整

備支援と関係ないところをやっているので、自分自身が何か困ったり・・・ということではあまり

直接的なお話ができないのですが、一つ言えるのは、教育支援ですので、現地の教育がどのように

されているかという問題です。私たちの教育の対象である現地の学生さんたちは非常に有名な現地

のトップ大学の能力の高い人たちなのですが、やはり私たちとは違う、先ほどのラオスのお話で出 
てきたように、ただ情報を暗記するだけのような教育を受けてきた人たちなので、その人たちに日

本の法学とはどういうものなのかを教えていく、法解釈とはこういうものなのだということを教え

る、そのあたりが一番のポイントであり、苦労するところなのかなと、これは私自身というよりも、

現地の講師の人たちが苦労しているところと聞いております。  
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（森永） ありがとうございます。そうなのですよね。いろいろ教育の面でも難しいところはたく

さんあると思うのですが、教育に限らず、いろいろな面での法整備支援で、自分自身、こんなこと

を知っていないとまずいなと思うところとか、これを覚えておいてよかったなというところがある

と思います。松嶋希会先生、もちろんロシア語の知識は以前からおありになったわけですよね。  

 
（松嶋） はい。ウズベキスタンの倒産法のプロジェクトは、使用言語が日本語とロシア語だけで

英語は一切介さないということもあり、ロシア語を知っていたという点は大きかったです。現地専

門家は1 人でプロジェクトを動かしているわけではなくて、日本に倒産法の専門家、研究者、実務

家、裁判官が集まった作業部会がありました。そもそもウズベキスタン法に関しては英語文献がな

く、ロシア語文献が少しあるのみだったので、ロシア法の資料が一番重要で、ウズベク側作業部会

と日本側作業部会でロシアの法律を勉強しました。その際、私は、ロシア法とロシア語の知識をイ

ンプットするという役目でした。ロシア語を理解していたので、後から入れてもらえたということ

もあるので、ロシア語を知っていてよかったと思っています。  

 

ただ一方で、実務経験の話をされていましたが、専門家には、通常10 年ほどの実務経験が要請さ

れますが、私は2 年ほどの実務経験で専門家になり、その際に実務家経験がないことで苦労するよ

と言われました。実務では、倒産事件を専門にしていたので、2 年でも倒産事件についての経験は

あった方ですが、やはり実務経験が少ないというのはつらかったなというのが本当のところです。  

 
（森永） ありがとうございました。でも松嶋さんは管財人を一度務められてから行ったのですよ

ね。  

 

（松嶋） 倒産事件ばかりやる事務所だったので、2 年間はひたすら倒産案件をやってはいました

が、ただ、弁護士としては2 年しか働いていなかったので、弁護士としての実務経験は少ないです。  

 
（森永） ありがとうございました。いろいろと多分これから法整備支援に関わりたい、やってみ

たいという方は、自分にどんな知識が必要なのか不安に思われたり、迷われたりすると思うのです

が、何とかなるものです。あまり無責任なことを言ってはいけませんが、やはり重要だと思うのは、

何か一つ自分に売りがあることと、基本的なところがしっかりしていること、この二つがあれば何

とかなるのかなという感じはしております。  

 

次世代へのアドバイス  

 
（森永） 今日はなぜこんなに急ぐかというと、できるだけご質問を受けたいと思っているからな

のですが、最後に3 問目というか第3 項目として、それぞれパネリストの方々に、本日、東京・大

阪に集まっていただいているこれからの世代の方々に、何らかのアドバイスを頂きたいと思いま

す。こんなつもりでやってちょうだい、あるいはこんないいことがあるよといった話を、手短で結

構ですので、一つご助言を頂きたいと思います。今度は東京を先に行きましょうか。当初の順番に

戻ります。國分先生、何か若い人たちに対するアドバイスがありましたらお願いいたします。  
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（國分） 私たちがやっていることを先ほどお話ししたのですが、基本はこちらから何か教えると

か与えるということではなくて、教育としては比較法的な知見を持って、自分の国の法を客観的に

見て、批判できるような人材をつくるということを私たちは考えています。それはまさに自分たち

に跳ね返ってくることでもあります。私たちはどちらかというと日頃、研究者としては欧米の法を

中心に研究して、それがいいと思っている、それを受け継いだ日本もある程度それに追随する形で

発展しているのではないかと思っているのですが、法整備支援対象国の人たちと話をすると、自分

たち日本のこういうところはおかしいのではないかとか、いろいろ気付くところが多いし、足りな

い点が非常によく分かってきます。その意味で、法整備支援に関わるというのは自分を見つめ直す

非常によい機会であり、同時に日本法を見つめ直す機会だとも思っています。 

この点で私としては、皆さんにはアジアのことや、アジア以外でもアフリカなどでも結構ですが、

そういう、従来の法学が対象としてきた欧米以外の広い範囲のことに関心を持っていただきたい。

それをもって自分を見つめ直す機会にしていただきたいと思っています。以上です。  

 
（森永） ありがとうございました。続きまして松嶋先生、何かワンポイントアドバイス的なもの

はありませんか。  

 

（松嶋） 法整備支援に興味があるといったときに、どういう立場でやりたいのかという点が重要

だと思います。私の場合はこの地域が好きだということでやっています。開発援助ということに興

味があるのであれば、JICA のインハウスになるということもありますし、法曹実務家として現地

でいろいろともっと突っ込んだ話をしたいとなると、日本での実務経験がやはり重要になります。

JICA に入るようでしたら、もっと広い目で国際協力の理解が必要です。私のように地域を絞ると

なると、語学ができることは重要かと思います。どういう形で関わりたいかによって、必要な能力

も変わってくるので、まずそこを考えていただくといいのではないかと思いました。  

 

（森永） ありがとうございました。中村検事、どうでしょう。  

 

（中村） 今回、パネリストとして参加させていただくに当たって、自分の第1 期国際協力人材育 
成研修を振り返ってみて、そのときに訪れた最高裁の局長さんが、どういう長期派遣専門家が望ま

しいですかという問いに対して、「明るくて、柔軟で、かつ忍耐強い人がいい」と言っていたので

す。そのときは右から左に抜けていたのですが、自分が長期派遣専門家になった後、その言葉を改

めて読み直したときに、「ああ、なるほどな」ということをすごく感じたのです。  

日本での法整備支援の特徴として、相手の国を尊重するとか、寄り添い型ということがよくいわれ

ます。長い期間を掛けて人を育てていくということもいわれます。そういう中でやはりすごく忍耐

が必要な場面があると思うのです。多分子どもを育てるとか、先生が生徒を見るというのと同じだ

と思うのですが、忍耐が必要な場面があって、ただ、忍耐というとすごく消極的に聞こえますが、

先方の国の運用なり制度なりが少しでも良くなっていくのを、忍耐しながら小さな変化に気付いて

喜びを見いだせる、それが法整備支援なのかなと。私自身、3 年前に法整備支援からは卒業した形 
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になっていますが、そういうふうにも見ることができるのかなというところで、ぜひ興味のある方

には法整備支援に関わっていただければなと思います。以上です。  

 
（森永） ありがとうございました。では、大阪、いかがでしょう。小松先生、忍耐は同じだと思

いますけれど。  

 

（小松） そうですね。忍耐は一番重要だと思います。私はJICA のインハウスで働いていますので、

先ほど松嶋先生がおっしゃったとおり、開発という観点からもう少し幅広く見ると、よりこの法整

備支援を面白く捉えられると思います。  

 

ミャンマーにいたときに、法律をつくるというよりは、法律というかある制度を導入するときに、

制度はすぐ考え付くのだけれども、それをどうやって実現させていくか、そこが一番多分難しくて、

それはいろいろな成功例や関係者の人たちを見ながら、「こうやったらうまくいくかもしれない」

「ああやったら駄目かな」と試行錯誤しながらやっていくのが一番向こうで面白かった経験でし

た。だから、法整備支援で、法律をつくるだけではなくて、何かをつくり上げる、制度をつくり上

げる、そういうところに絡むのは非常に面白いと思います。  

 
今回のキャリアパスの話で言うと、私はJICA でインハウスとして働いていますが、もう少し幅広

く取ると、ロースクール以外の方にとっては、JICA の職員も非常に面白いと思います。要はJICA の

職員というのは開発のプロです。われわれは法律の実務家なので、法律的なアドバイスはするけれ

ども、開発のプロになりたいのであれば、JICA をはじめそういう開発機関というのは非常に面白

いでしょう。JICA の職員は、もちろん新卒で入る場合もありますし、今は社会人採用も積極的に

取り入れています。法整備の分野については、担当はすごく少ないです。最初に説明しましたが、

職員でこれに携わっているのは3、4 人ぐらいなのです。彼らは非常に優秀で、大学院の修士号や

博士号を持っている人も多いですし、そういう開発のプロが日本政府の外交政策や援助政策とかを

考えながら政策を立案して、こういう法整備支援の案件の企画立案をするというのは非常にやりが

いのある仕事なのだと外から見ても思いました。ただ、2 年、3 年で部署をローテーションするの

で、われわれのようなインハウスのアドバイザーがいたり、外部で法務省、日弁連からアドバイス 

をしてもらったりしているわけですが、一番キーになっているのはJICA の職員なのです。ですか

ら、それも一つの選択肢と考えていただければありがたいです。  

 
もう一つ、宣伝で申し訳ないのですが、つい最近、白出さんの話にも出てきましたが、JICA が法

整備支援を始めて20 周年を迎えた記念で本を作りました。最初に法整備支援とは何かというよう

な説明があったと思いますが、それに入らなかったエピソードが、ベトナムで苦労した話、ラオ

スで苦労した話が書いてあるので、ぜひ手に取っていただければと思います。  

 

（森永） ありがとうございました。この本には私も3 行半ぐらい出てきます。さて、それでは官

側、渡部さん、お願いします。  
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（渡部） 私の立場は官房国際課ということで、法務分野、司法分野の国際化を推進していく中で、

こういった分野を希望される皆さんの活躍の場を広げていかなくてはならない立場におります。例

えば、国際機関で働く日本のロイヤーの方もまだまだ少ないと思いますし、そういった活躍の場を

広げつつ、キャリアを積んだ後で、その経験をきちんと持ち帰って次に活かしてもらえるようなキ

ャリアパスの見通しも立てられるようにしなければならないなど、いろんな課題があります。  

 

皆さんに特に申し上げたいということではないのですが、これまでお聞きになって分かるとおり、

現時点でも、政府が行う法整備支援分野をはじめとして、いろいろな国際分野への関わり方があり

ます。したがって、常にアンテナを張って関心を持っておくということ、その中で自分の興味・関

心を元に、自分の強みを見つけつつ、チャンスを虎視眈々と狙うということを続けていっていただ

いて、ぜひ多くの方々にこの法・司法の国際分野でご協力いただければなと思っております。  

 

（森永） パネリストの皆さん、ありがとうございました。今までのお話はやや国内に限っており

ますが、皆さんのキャリアパスは外にもあるわけです。例えば国連の諸機関ではいろいろなところ

が法整備支援やそれに準じるような活動をしています。われわれが関係深いのは国連開発計画

（UNDP）ですし、私どもの兄貴分の機関であります国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI）

の親玉は国連薬物・犯罪事務所（UNODC）です。こういうところに今後ぜひ日本の専門家も増え

てほしいという流れがありますので、ぜひそういった道もトライしていただきたいなと思います。

専門分野になりますと、例えば児童関係の案件ではUNICEF がかなりいろいろな活動をやっていま

すし、いろいろな角度での関与はできるのだろうと思います。  

 
それから、何も国連だけではなくて、いわゆるinter-governmental organization というところでしょう

か、各国の政府が共同で設立している国際機関、例えば民商事法の分野ですと強いのがイタリアの

International Development Law Organization（IDLO）や、例えばアンチテロですとマルタ共和国にあ 

るInternational Institute for Justice and the Rule of Law、アラブが好きな方はアブダビにヘダヤセンター

というアンチテロ専門の法整備支援の機関があります。そういったところへの就職というのも大い

に考えられるわけです。ですから、ぜひ幅広く視野を持った上で、なおかつ幅広くアンテナを広げ

て、いろいろと興味あるところは積極的に調べていっていただいて、それぞれいろいろチャレンジ

をしていっていただきたいなと思います。  

何とも素晴らしい司会の腕でして、25 分ほど質疑応答の時間を確保することができました。まず

は大阪から、何でも結構ですので積極的に5 人のパネリストの方、そして私も含めて、ご質問を頂

ければと思います。  

 

質疑応答  

 
（学部生） 皆さんに確認としてお伺いしたいのですが、JICA 専門家で派遣されるためには、法

曹の実務は最低何年ぐらいが必要だと思いますか。お願いします。  

 

（森永） JICA はどうでしょう。  
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（小松） もちろん案件ごとにそれぞれだとは思うのですが、大体5～10 年を念頭に置いています。  

 

（森永） ICD の方は大体ですが、若くて8 年目、8 年ないし10 年目ぐらいの検事が入ってくるこ

とがほとんどで、そしてICD で1～2 年勤めてから海外に派遣されるというパターンが主です。と

いうのは、やはり一通りの実務経験はしておいてもらわないと、任国へ行って対応不可能という事

態に陥らないように、そのぐらいの経験は積んでくれという形になっています。  

 
（森永） 他にありますか。せっかく時間を確保したので、遠慮しないで。  

 
（大学教員） ラオス民法典作成でICD さん、JICA さんはじめ、大変お世話になっております。  

 
誰かというわけではないのですが、回答していただければと思います。私が聞くことではないのか

もしれませんが、私は大学でこういったイベントがあるよと紹介したりしているのですが、今日一

つのキーワードとしてキャリアパスというのが出ていたと思います。法整備支援にどうすれば携わ

れるのかという話も出てきていたと思いますが、パネリストの方々は、その後また本来の職に戻っ

たり、弁護士活動に戻ったりされる中で、法整備支援に関わったという経験、幅広い援助の推進に

関わったという経験が、今ある職に対してどのように生きているのか、キャリアパスにつながるか

どうかは分かりませんが、やったからこそ良かったとか、その知識が生きているのだというような

具体的な例や話があればお伺いできればと思います。以上です。  

 

（森永） ありがとうございました。これは今、現場で活躍している中村検事が一番適任かなと思

います。いいですか。  

 
（中村） 非常に鋭く、かつ難しい問い掛けだと思います。仕事の内容としては、相手国の法律な

いし制度を支援するという活動と、国内での検事としての捜査・公判というのは一見すると全く別

です。正直私自身、両者の関わりというか、どう生かせているのかほとんど意識をしたことはない

のですが、ただ、法整備支援の経験を経て、やはり制度ができた後の運用はすごく大切だという思

いはあります。日本の刑事法に関しても改革が続いていて、日本版司法取引と呼ばれるような合意

制度も入ってきていますが、そういう中で、運用をどうしていくのかという意識、法整備支援とい

う経験を経て、しっかり運用すべきものはしなくてはいけないという気持ちは非常に強くなったと

思います。  

 

ちなみに私自身は今、捜査の中で外事係ということで外国人の事件を主に扱っていて、その中で米

軍基地が管轄地域内にありますので、基地の方とやり取りすることもあります。そういう中で、相

手方の制度がどうしてもありますので、そういうものに配慮しながら、お互いに話を進めていくと

いう部分ではもしかしたら法整備支援の経験が役に立っているのかなとも思っています。以上で

す。  
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（森永） ありがとうございました。もう一方は、法整備支援の経験を割とフルに生かしておられ

るのではないかと思う松嶋先生、お願いします。  

 
（松嶋） 私が参加した法整備支援は、ウズベキスタンの法整備でしたが、ウズベキスタンはロシ

アから法律を移してきているということもあって、作業部会の先生方とひたすらロシア倒産法を学

ぶ、倒産法に関係するロシアの会社法、契約法、担保法、手続法、全てを学ぶということを3 年間

していて、それをもって2008 年にロシアに渡り、去年2017 年までロシアで働いておりました。ロ

シアのモスクワをベースにしていましたが、中央アジアも担当だったので、ウズベキスタンの案件

もあり、ウズベキスタンに知り合いもいますし、法制や制度も知っているという意味では、法整備

支援プロジェクトの知識はフル活用しました。  

 
一方で、実はウズベキスタン倒産法のプロジェクトが終わった後に、中央アジアに対する企業法制

の法整備支援プログラムが6 年間続きまして、ICD が主体になってやっていたのですが、そのプ

ログラムにも、アドバイザーとしてロシアから参加していました。プログラムでは、実際にビジネ

スをやっている身として、中央アジアはこういうことがあるからこういうふうな問題があるのだと

いうので、今度は逆にロシアでの実務経験をフィードバックするような感じでした。私の場合、地

域を絞って法整備支援に従事し、仕事の地域も絞っていたので、そういう意味では法整備支援で得

た知識を実務に生かして、実務で得た経験を法整備支援にフィードバックするという形でした。プ

ログラムでは、ビジネスで困ったことを、ウズベキスタンの裁判官とかにぶつけて、日本人として、

外国人としてはここがすごく困っているのだという話しをしました。このように相関的にできたこ 

とは、キャリアという意味ではすごく面白いものではありました。  

 

（森永） ありがとうございました。それでは、東京の方にもご質問いただきたいと思いますので、

梅本さん、お願いします。  

 
（梅本） 東京会場です。それでは東京会場でご質問のある方、挙手をお願いいたします。  

 
（会社員） 長期で派遣された先生方、中でも中村検事に伺いたいのですが、中村検事のお話で、

長期の赴任においては明るくて柔軟でかつ忍耐強い、笑顔も必要だというお話がありました。中

でもそれが表れた何かエピソードがあればお教えいただければと思います。  

 
（中村） ご質問ありがとうございます。初めに、われわれ専門家が働く期間というのは数年で、

私が現地にいたのは2 年ですし、その前の教官の期間を合わせても4 年です。大学の先生方は、非

常に長期間にわたる支援をしていきます。そのような中で、同じような議論が繰り返されたり、な

かなか実務が改善されなかったり、普及をたくさんやっているのに全然法律に従った運用がされて

いないという話が耳に聞こえてくると、正直、頑張っているのに何だという思いを感じることもあ

ります。そういう中でもプロジェクトのメンバーたちが議論が少しずつうまくなっていったり、地

方に行った際の普及活動で、一生懸命パワーポイントを使ってみたり、なかなか法律の趣旨などあ

まり理論面について議論がされていないのですが、そういうところを自分たちなりに説明しようと 
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か、具体例を挙げようとか、努力をしてくれているのを見ると、すごくこちらもうれしくなります。

なかなか変わっていかない部分もあってもどかしさはあるのだけれども、そういう中で何かちょっ

と良くなっている部分に気付くときにすごく喜びを感じられるというところが法整備支援にはあ

るのではないかと感じています。お答えになっていたでしょうか。  

 
（森永） ありがとうございました。梅本さん、そのまま続けてください。  

 
（梅本） 東京会場から他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。  

 
（学部生） 面白い話をありがとうございました。キャリアパスというのが今回のテーマで、専門

分野や地域にフォーカスをして選んだり、どのような立場から関わりたいかという点で専門性を深

めていくのが大事だというお話があったと思うのですが、個人の方に対する質問になってしまって

恐縮なのですが、松嶋先生の経歴ですごく気になっているところがあって、どうしてロシアという

ところに興味を持っていたのに倒産法とイギリス留学を選ばれたのか、すごく気になっているので

教えていただけるとうれしいです。  

 

（松嶋） 弁護士になった2001 年当時、「ロシアに興味があります」と訪問した法律事務所で話し

ましたが、当時ロシアと日本は経済関係が希薄な上に、今でもだと思いますが、ロシアのイメージ

は悪いので、法律事務所の方にはいい印象を持たれなかったようです。そのため、日本で仕事がな 
いなら、ロシアに行こうと思いました。  

 
実務経験に関しては、日本国内の実務を積めと言われていました。日本の弁護士としての経験だっ

たら何でもいいと言われたので、倒産事件を扱う事務所で働きました。この後、ウズベキスタンの

倒産法の法整備支援プロジェクトに参加することになりましたが、単なる偶然です。  

 
日本ではロシアや中央アジアの仕事はないので、ロシアに行こうと思いましたが、将来のことを考

えて、ロシアだけではつぶしが効かないと思い、外国法を学んだこともなかったので、まずは英語

圏に留学しようと考えました。今でもそうかと思いますが、ビジネスロイヤーとしてはアメリカが

留学先です。ただ、私の場合ロシアが最終地だったので、ロシアはEU を向いているのではないか

と考え、EU 圏のイギリスに行きました。良かったなと思うのは、ロシアと日本のビジネスはイギ

リス法を使うことが多いのです。ロシアでは常に法改正が進んでいますが、ヨーロッパの法律、イ

ギリス法やドイツ法を追っています。日露ビジネスの仕事でアメリカ法を使うことがなかったの

で、そういう意味ではイギリス留学で間違っていなかったのかなと思います。  

 

ロシアに行ってからは、仕事は全部英語です。日本企業とロシア企業との間では英語を使いました。

中国だと違うかもしれないですが、例えばインドネシア、ミャンマーなどアジアを扱う場合も、日

本の弁護士の方は英語を使われていると思います。契約書も英語です。国際ビジネスに英語は必要

なので、そういうことも考えて英語圏にも留学しました。 
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英国留学で倒産法を専攻したのは、仕事で倒産法をやっていたことを理由に申請すれば、大学院が

入れてくれるのではなかいと思ったからです。ウズベキスタンの倒産法は、実は英国の倒産法の影

響も受けていると考えられ、法整備支援の仕事に役立ちましたが、これも単なる偶然です。  

 

（森永） ありがとうございました。梅本さん、もう1 問いけるかな。  

 

（梅本） それでは、東京会場から他にご質問いかがでしょうか。どうぞ  

 

（法科大学院修了生） まさに今、どのようなキャリアを歩んでいこうかと検討している最中なの

ですが、検察官の方が法整備支援に関わろうと思うと、以前聞いた話だと希望先を書くタイミング

があって、そのときにこういう法整備支援とか、外国に行きたいという希望先を書くと行けると聞

いたのですが、JICA などに勤められている方もそういった経路をたどってJICA 職員になられたの

でしょうか。  

 

（小松） まず、JICA の職員になる場合ですが、これは先ほど申し上げたとおり、大学の新卒で入

る場合もあるし、ロースクールの場合も新卒扱いで入ることがあると思います。実務を積んで社会

人採用として入る場合もあります。契約で入る場合もありますし、専門嘱託という制度もあって、 
ある一定の分野で専門性がある人を期間を区切ってお願いするという場合もあります。 

私のようなこのインハウスのアドバイザーは私を含めて4 人いて、うち2 人は今、専門家としてラ

オスとベトナムに行っています。全員弁護士ですが、ベトナムに行っている人は元々JICA の職員

で、職員を辞めて司法試験を受けて、またこの分野に戻ってきたのですが、他は弁護士をやってい

て実務を5～6 年勤めて入ってきた人、法整備支援の専門家として海外で経験を積んで戻ってきた

人です。  

 

（森永） ありがとうございました。ちょうどいい時間になりましたので、このディスカッション

を終わりにしたいと思います。最後に私の方から若い皆さま方へ、もちろん今いろいろな専門家の

お話を聞かれたとおり、さまざまな関わり方、そしてさまざまな知識を持ち寄って、法整備支援と

いうのはまさに知識を持ち寄ってやるものだということがお分かりになったと思います。 

もちろん皆さんこうしたら関われるかな、こうしたらいろいろないい仕事ができるかなと思われる

かもしれません。ただ、もちろんそういうことを、知識を得るのも大切なのですが、むしろ皆さん

に気概を持っていただきたいと思うのです。自分がパスファインダーになっていってください。自

分でパスを切り開いてもらいたい。そうすると、そこでまたバリエーションができるわけです。で

すから、そういう先駆的な存在にぜひなっていただきたいという私の勝手な希望を申し添えて、こ

のパネルディスカッションはおしまいにしたいと思います。ご協力ありがとうございました。  

 
（司会） どうもありがとうございました。皆さまにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。 

次は連携企画のご案内です。東京会場の梅本さんにお戻しします。  
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連携企画：サマースクール（名古屋大学 CALE）の紹介  

 
（梅本） それではここで「法整備支援へのいざない」との連携企画の一つとして、本シンポジウ

ムの次のイベントである名古屋大学主催のサマースクールについて、名古屋大学法政国際教育協力

研究センター、牧野絵美特任講師よりご紹介いただきます。皆さまのお手元にはサマースクールの

ちらしとCALE の資料を配布しておりますのでご参照ください。それでは牧野先生、よろしくお願

いいたします。  

 
（牧野） CALE の牧野と申します。CALE は、連携企画の第2 弾ということで、サマースクール

と称して毎年開催しております。今日は特に実務として法整備支援に関わるにはどのような仕事が

あるのかという観点で、キャリアパスのお話が中心でしたが、サマースクールは、特に座学、集中

講義という形でしっかり学ぶということと、法整備支援の対象国の留学生、先ほどの國分センター

長が日本語教育研究センターのお話もさせていただきましたが、そのセンターの学生がたくさんい

ますので、アジア諸国の学生との交流という、二つの柱で開催したいと思っています。  

皆さんのお手元にポスターが入っていると思いますが、8 月27（月）、28 日（火）の2 日にわた

って名古屋大学で開催します。毎年「アジアの法と社会」ということで開催していますが、今年の

テーマは「法整備支援を考えるための基礎理論を学ぶ」としました。「知る」ではなくて、皆さん

に法整備支援について考えていただきたいので、「考える」としました。先ほどの話でも、例えば

比較法的な視点が重要だとか、実務もあるけれども理論もきちんと分かっていないとというお話が

専門家の経験者の方々からもありましたが、きちんと基礎理論を学ぶということを目的として今年

は実施したいと思っています。  

 
法整備支援のキーワードといえば社会主義経済体制から市場経済化への移行が一つのキーワード

になっていますので、今年は体制移行をテーマとしてセッションを組みました。法整備支援の対象

国の中には社会主義から離脱した国もあれば、社会主義体制を維持しながら市場経済化を進める国

と、二つのパターンがあります。例えばウズベキスタンは、独立前はウズベク･ソビエト社会主義

共和国ということで、ソ連の15 共和国の中の一つでした。1991 年にソ連から独立していますが、

25 年続いたカリモフ大統領が2 年前に亡くなり、新しい改革も進んでいますが、今でも大統領に

強い権限が集中した権威主義体制の国です。  

 
モンゴル人民共和国は、ソ連には含まれていませんでしたが、ソ連の16 番目の共和国といわれて

いた国です。モンゴルもソ連や東欧の崩壊を受けて、モンゴル国という国名に変わり、今では選挙

のたびに政権交代がおこる国になりました。  

 
カンボジアも同様に社会主義から離脱をしていて、ポル・ポト、クメール・ルージュの時代である

民主カンプチアの時代、これはソ連型というより中国から比較的影響を受けた社会主義でしたが、

その後、ベトナムが介入し、カンプチア人民共和国、カンボジア国を経て、今は王国という形で政

治体制が成り立っています。 
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もう一つは社会主義体制を維持しながら市場経済化を進めている国です。今日挙げた五つの国は私

たち名古屋大学が教育支援を行っている国という切り口で選びましたが、ベトナム、ラオスは今で

も国名にもあるように、世界に五つある社会主義国です。両国は、ドイモイやチンタナカーンマイ

という政策を取り入れて、市場経済メカニズムを導入しています。  

 
少しインパクトのあるものを一つお見せします。私は社会主義の専門家でも、ロシア語も若干話せ

るぐらいなのでお恥ずかしい話ですが、この中心に描いてある方がどなたか分かりますか。 

レーニンです。社会主義のソ連の共産党指導者であった人で、「全ての権力をソビエトへ」という

標語が書いてありますが、労働者・農民などの集まりであるソビエトに権力を集中させて、農民や

労働者が力を持っていた社会主義の国で、権力の中心は議会にありました。法整備支援対象国のこ

とを理解するには、労働者、プロレタリア独裁国家というような社会主義についてきちんと理解す

る必要があるだろうということで、今年のサマースクールは構成しています。  

講義の内容としては、第1 部で政治レジームの話をしていただきます。溝口先生はロシアをはじめ

とする旧ソ連諸国の外交を研究されている方で、社会主義を把握するための政治理論のお話をして

いただく予定です。例えば民主主義と権威主義体制がどう違うのか、冷戦体制崩壊後の民主化をめ

ぐる政治理論のお話をしていただきます。  

 
第2 部では、このような体制移行国における司法の役割、裁判所がどのような機能を持っているの

かというお話をしていただく予定です。今日大阪会場に市橋先生もいらっしゃっていると思います

が、樹神先生、市橋先生は、お二人ともソ連時代に留学経験があり、ロシア語がご堪能で、JICA ウ

ズベキスタン法整備支援プロジェクトの専門家としても活躍された方々です。今回特に司法に焦点

を当てたのは、社会主義国における裁判所はどのような機能を持っているのか、来ていただいてか

らお話を聞いていただきたいのですが、裁判所には法の解釈権限がないということをこのサマース

クールで学んでいただきたいと思っています。裁判所は法を解釈するのではなく適用するというこ

とで、市橋先生は特に法の解釈というお話をされます。  

 

国際民商事法センターが報告書を出されていますが、慶應大学で昨年12 月に法整備支援のシンポ

ジウムが開催されたとき、私たちのベトナムの学生が法解釈権限の話をしており、その話が掲載さ

れています。サマースクールに出られる方は読んでいただきたいですが、慶應大学や国際民商事法

センターと連携して開催しているということをアピールさせていただきたいと思います。  

 
第3 部と第4 部は、労働問題をテーマにしたいと思っています。このサマースクールの目玉として

考えているのが、アジア各国の学生との交流です。先ほど名古屋大学がアジア各国で法学教育支援

を行っているという話がありましたが、名古屋大学は、法整備支援の対象となっている国々の学生

に日本法を日本語で教えるセンターを設置しました。そのセンターの学生が夏休みに日本に2 週間

ほど来日しますが、毎年その学生と日本人の学生で議論をしてもらっています。昨年は所有権をテ 
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ーマとして議論をしましたが、今年は特に社会主義の特徴がわかるということで労働法をテーマに

したいと思っています。各国における労働紛争解決というテーマで、それぞれのセンターの3 年生

の学生、日本語を学び始めてから3 年目の学生なので、日本語はまだまだ勉強中ですが、一生懸命

自分の国の労働紛争解決のことについて話をしてくれます。その話を聞く前に体制移行国における

労働紛争解決について、専門家の方からお話をしていただく予定で、アジアの労働法、とりわけベ

トナムの労働法について研究されている香川先生にお話をしていただこうと思っています。  

 
今回のサマースクールでは特に、先ほども比較法的な視点が重要だという話がありましたが、それ

ぞれの国の法律は日本法と何が違うのか、学生と話をしているとそれぞれの国の法律と日本の法律

の違いが出てくると思いますが、例えば日本にない制度だから、ここの国の法律は後れているのだ

ということではなく、それぞれの社会でそれぞれの法律があって、法律は社会に根付いたものです

し、体制が違えば法律の概念も違うということをこのサマースクールでは学んでほしいと思ってい 

ます。  

 

最後に、労働法という話で、これもロシアのプロパガンダをお見せしたいと思います。労働につい

て、日本人は働くことを権利だと思っていますが、例えばソ連時代であれば、働かなければ警察に

捕まり罰金を払わなければいけないという時代もありました。今でも例えばベトナムやウズベキス

タンでは定年が男性は60 歳だけれども女性は55 歳で、これを男女不平等だということで、学生と

議論をしていると、女性は弱いから早く休ませてあげなければいけないのではないかというような

ことを言うような学生もいて、労働に対する考え方の違いも学び取ってもらえればと思っていま

す。  

 

今年は法整備支援を考えるための基礎理論についてのサマースクールを行いますので、ぜひ8 月

27・28 日は名古屋大学にお越しいただければと思います。以上です。ありがとうございました。  

 
連携企画：慶應義塾大学主催法整備シンポジウムの紹介  

 
（梅本） ありがとうございました。続きまして、次は同じく連携企画の一つ、慶應義塾大学主催

の法整備支援シンポジウムについて、慶應義塾大学法務研究科、松尾弘教授からご紹介を頂きます。

会場の皆さまのお手元にも法整備支援シンポジウムに関する資料をお配りしております。 

松尾教授、よろしくお願いいたします。  

 

（松尾） 皆さん、こんにちは。慶應義塾大学の松尾でございます。連携企画の第3 弾ということ

で、法整備支援の全体シンポジウムの説明をさせていただきます。お手元に資料をお配りしていま

すが、少しだけ改訂していますので、メモしていただけると大変ありがたいと思います。  
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今日のICD でのいざないシンポと先ほどご紹介いただきました名古屋大学でのサマースクールに

続き、これらを踏まえた総まとめとして、法整備支援シンポジウムを、12 月8 日土曜日の午後1 時

から、慶應義塾大学三田キャンパスの南館地下4 階ディスタンスラーニングで開くことになりまし

た。最新情報は随時、慶應のグローバル法研究所のホームページ「ニュース・イベント」の箇所

(http://keiglad.keio.ac.jp/news-event/)に更新しますので、ぜひご覧ください。  

 

今日の「法整備支援へのいざない」シンポジウムは、最初に森永部長からご紹介があったとおり、

今年で10 年目になります。この間の蓄積のお陰で大きな発展を遂げた感があります。今日の参加

者の中には学生時代から社会人になっても継続的に参加してくれている人もいます。先ほど質問し

てくれた学生は学生時代から毎回このシンポに出てくれていますが、今日は東中神の駅を降りてば

ったり会って、就職後の様子を聞きながら、シンポの思い出話をしてこの新しい会場に辿り着きま

した。大汗をかいて玄関に着きましたら、小谷さんが浴衣姿で出迎えてくださいまして、思わずほ

っとする思いでした。法整備支援のシンポジウムも回を重ねるごとに新しい工夫と、内容の充実度 
を加えているなという印象を受けました。今日の最初の説明は小谷さんと小島さんの掛け合いのよ

うな形で、非常に分かりやすく法整備支援のことを説明してくださって、本当にこの10 年の蓄積

がまさに生かされていると思いました。若い学生の皆さんたちにとっては非常に内容豊富なシンポ

であったと思います。  

 

ところで、法整備支援について今でもよく受ける質問でちょっと誤解があるかも知れないと感じる

ことは、「法整備支援というのは発展途上国に対する立法支援ですね」というものです。確かにそ

れも一部なのですが、しかしそれは法整備支援の全てではありません。そのことを今日のお話の中

からも感じ取っていただけたのではないかと思います。今日はキャリアパスということが取り上げ

られましたので、自分たちが将来、法整備支援に興味を持ったときに、どういう形でその活動に関

われることができるのだろうかという問題関心に応えるものであったと思います。 

しかしさらに、資格を取らないと法整備支援というのはできないのか、あるいは現場から退いてし

まうと法整備支援の活動とは関わりがなくなってしまうのかという疑問や心配をもたれた方もお

られるのではないかと思います。法整備支援は実は資格を取ってから始まるとか、何年間かしたら

やがて終わるとかという類の活動ではなくて、《常にやるべきことが続いている》というのが法整

備支援の活動の特徴ではないかと私は感じます。ですから、明日からでも、あるいは今からでも、

自分にできる法整備支援に関連する活動は何なのだろうという問題意識を持ちながら、日々の勉強

や仕事や経験を積み重ねていくことを考えてみたいというのが、今年の全体シンポジウムのテーマ

を設けた趣旨です。  

 
今年の法整備支援シンポジウムのテーマは、「社会包摂活動と法整備支援」です。この「社会包摂

活動」(social inclusion)は、最近よく目にする言葉ですが、言ってみれば、みんなが参加して、自分

も参加して、社会的な活動を盛り上げていくというのがそのコンセプトであると思います。例えば、

これは演劇の世界や社会福祉の分野でも注目されていますが、法整備支援の分野でもソーシャル・

インクルージョンということが不可欠であると思います。どうしてかというと、このプロセスがな 
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いと法整備支援が本当に最終的にそれが目指している司法アクセスの充実だとか、それを含む「法

の支配」－－今日も法の支配とは何かということが問題になりましたが、それは法が市民に対して

も政府に対しても現実に拘束力をもつことを基本内容にしています－－というものを、本当に実の

あるものにすることはできないのではないかと強く感じるからです。  

 
ですから、各人の今の問題意識に従って、自分の勉強や仕事や経験を活かして法整備支援に関わる

ような活動に参加し、それを積み上げていき、その中で今日出てきたようなさまざまなキャリアパ

スを選び取っていくためには、どういうような関わり方があるのだろうということを考えるため

に、社会包摂活動と法整備支援ということをテーマに行いたいと思います。  

 

法整備支援シンポジウムは毎年そうですが、誰かに来てもらって話を聞いて終わり、というだけで

はなくて、できるだけ多くの方々に参加していただくことを重視してきました。今まで多くの学生

さんたちや修習生にも発表していただきましたし、実務に就いている弁護士や検察官、裁判官、企 
業に勤めている方にもご報告をいただいてきました。今年もこの《誰でも参加できる法整備支援シ

ンポジウム》というスタイルを踏襲して《いつでも誰でも参加できる法整備支援》を考えていきた

いと思います。  

 
先ほど牧野さんからもご紹介がありましたように、ICCLC News の52 号（最新号）には昨2017  

年の法整備支援シンポジウムの全記録を載せていただいています。それを見ればお分かりいただけ

るように、今年のシンポジウムのこのテーマは、実は咋年の法整備支援シンポジウムの全体討論で

出されたトピックを引き継いでいます。そこでもすでに、できるだけ多くの人々が主体的に参加し、

できるだけ多くの人々がその受益者になる法整備支援のあり方は何かということについて意見を

いただきましたので、それをさらに発展させてみたいと考えています。  

 

先日私は、最近の世界の政治情勢と民主化をテーマとする会合で、アメリカの政治学者であるフラ

ンシス・フクヤマさん（『歴史の終わり』、『政治の起源』などの著者）とお話をする機会があっ

たのですが、その中で7 月に予定されているカンボジアの総選挙が話題になり、政府が野党を解党

するなど、民主化に逆行する傾向を示していることについて、「あなたたちは法整備支援を20 年

もやっているけれども、カンボジアは民主化されないではないか、それは本当に民主化の役に立っ

ているのか」という質問をされて、意見を交わしました。複数政党制の選挙を繰り返せば民主化が

進むことが期待できるほど国家の構造は単純ではないし、民主化を経済発展や雇用や国民間の再配

分などの経済問題や、教育や家族生活などの社会問題と切り離して考えることはできず、そうした

民主化の基盤となる制度の改革が不可欠で、それをまずは着実に進める必要があるが、それには相

応の時間が必要だというような議論をしました。このように、民主化一つ取っても、法律を作って

それを適用すれば目指した結果が実現するというものではないということは明らかです。では、ど

うしたらカンボジアは本当に民主化していくのでしょうか。これだけ長期間、JICA もその他のド

ナーも、多くの人たちが時間をかけて法整備支援に携わってきたのにもかかわらず、なぜ民主化が

進まないといわれるのでしょうか。実はこのようなコンテクストにおいても、この法整備支援への 
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参加者やそこからの受益者の範囲の問題が問われ、検証する必要があるかも知れません。法整備支

援が私たちと直接にやり取りしている限られた人々のサークルの中に止められていないか、限られ

た人々の能力向上や便益の増大に止まっていないか、改革された形式的制度の現実の効用が本当に

生じているのかが真剣に問われなければならないでしょう。決して一部の専門家だけではなくて、

多くの人たちに参加の機会や成果の共有を広めていくにはどうすればよいのでしょうか。これは私

たちが考えていかなくてはいけない大きな課題だと思います。そういうことも非常に大事なテーマ

なので、ぜひ皆さんと知恵を絞って考えてみたいというのがこのシンポの趣旨です。  

 

今日は法整備支援の最前線におられる、またはつい先ごろまでおられた専門家のさまざまなお話を

伺うことができました。法整備支援でやはり一番中核になるのは、ルールを作ったり、そのルール

を運用する専門家を養成するということが、再確認されたように思います。特に今日ご発表くださ

った白出先生、石神先生、須田先生のお話の中からは、それが非常に専門性の高い支援だというこ 

とが感じ取られたかと思います。そして、法整備支援は、それらを中核にしながら、それを外に広

げていくためには、さらに多くの人々の協力が必要で、さまざまな側面からの関与が不可欠です。

それが法整備支援における社会包摂活動という視点の重要な部分です。法整備支援には、私たち誰

もが明日からでも、あるいは今からでも参加「できる」もの、あるいは「すべき」ものがあるので

はないか、それをみんなで考えてみよう、それを通じて、司法アクセスや、それを含む法の支配の

実質化と拡大を展望してみようということです。はたして、実際にどんなものがあるのでしょうか。  

 
同じ立法支援をとっても、専門的な知識の提供から始まって、それを多くの人々と共同研究スタイ

ルをとって研究し、それを広めるということがあると思います。また、法律ができてから市民の間

に広げて知識を普及して共有するというだけではなくて、法律を作っている最中から、その案を多

くの人たちに紹介して、こんなのがこれから作られようとしているのですよ、どう思いますか、何

か意見はありませんかという形で、議論に巻き込むような活動も広まってきています。  

 
次の２つのスライドは、時間の関係で詳しい説明は省略しますが、先ほど須田先生からご紹介があ

ったラオス民法典の草案を作っている過程で、今こんなことをやっているのですよ、近い将来ラオ

スには民法典ができるかも知れませんよ、それはこういうことを定める法律ですという情報を市民

一般に広めて、いろいろな意見をもらおうという趣旨で作られ、配布されているパンフレットです。

これはラオス民法典の起草チームが作って配っているものです。  

 
裏を見ると、民法とは何かを一言で、かつ具体例を使って説明するにはどうすればいいのだろうか

という工夫を見てとることができます。つまり、２人が結婚しましたというところから始まるので

す。婚姻の要件がどうなるか。少数民族の場合はどうなるのかに関心がもたれています。 

右の上に行って、子どもが生まれました、どういう手続が必要か、親子関係にはどういう法律があ

るかが問題になります。右下に行って、今度はお金がたまり、子どもも大きくなったので、土地の

使用権を買って家を造りましょうというときには、どういうような手続が必要かを定める必要があ 
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ります。一番下に行くと、そのためには銀行でお金を借りる必要がありますね、そのためにはどう

いう契約が必要かということから始めて、左下は交通事故に遭って怪我をしてしまった場合、損害

賠償はどうなっているか、それについてどういうルールがあるかが問題になります。 

最後は、不幸にしてその結果亡くなってしまった場面を作り、相続が始まった場合の定めの必要性

を説明しています。このストーリーは事故で呆気なくなくなってしまう点は一見ちょっといただけ

ない部分もあるかもしれません。が、とにかくこれから作られる民法典というものを分かりやすく

説明しようという工夫を通じて、市民社会との距離を縮め、国民的議論を盛り上げようとして努力

をしているという意気込みを感じ取っていただければと思って紹介しました。  

 
それから、立法ということではないのですが、先ほど小松先生からもご説明がありましたように、

ルール作りというのは法律だけではなくて、例えば製品の規格やサービスの標準についてのルール 
作りについては、企業の間、業界の間でもさまざまなルール作りがされていると思うのです。もし

そういうことについて、ご経験お持ちの方、あるいは実際に携わっている方がおられれば、そうい

う方にもぜひ参加していただいてお話をしていただくことができればと思います。日本では経産省

を中心に、日本企業をサポートする形で、ルール形成戦略が研究されていますが、やはりこういう

ものも法整備支援の成果を活かすためには必要になってくるものと思われます。  

 
教育に関しては、法曹の専門家教育は日本の法整備支援の非常に大きな柱で、これまで力を入れて

やってきた分野ですが、法制度を運用する担い手にも広がってきているだろうと思います。 

さらに、法律の現役の専門家だけではなくて、かつて専門家だった方が経験者として関わるという

ことも実際に行われていますので、そういう方にも法整備支援シンポジウムに来ていただく機会が

あったらなと思います。  

 
さらに、法曹教育よりももう少し範囲を広げると、法学教育、つまり法律専門家だけでなく、法律

整備の成果を広げるためには、法学教育のレベルから国際交流および国際協力を進めていくことが

不可避的に必要になってくると思います。ここが多分学生の皆さんにとっては今一番関わりのある

部分だと思いますが、今の段階でいろいろ外国の大学や法整備支援の機関に短期でインターンに行

くチャンスがある学生たくさんいらっしゃると思いますので、是非そういう機会にも参加して、そ

れを大いに活かしてほしいと思います。  

 

ここに挙げたいくつかの写真は、共通課題を作って、異なる国から集まった学生たちが各国の法律

を適用するとどういう問題解決となるか、法令やその解釈方法、その帰結の共通点と相違点につい

て議論している様子です。つまり、ある問題が起こった場合に、カンボジア法を適用したらどうな

るか、日本法を適用したらどうなるか、ベトナム法を適用したらどうなるか、タイ法やカンボジア

法はどうかということで議論してみると、それぞれの国の法律の特徴や法解釈の仕方の特徴が浮か

び上がってきて、非常に学ぶことが多いでのす。例えば、借りている家を大家さんが売ってしまっ

たときにどうなるかという、皆さんにとってはおなじみのテーマについても、それをより深く考え

ていくと、さまざまな解決例があり、関連法令のルールや解釈方法に違いがあって、それらを通じ  
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て日本法の特色や意味内容がかえってよく分かってくるということがあります。学生の皆さんに

は、是非そういう活動に参加していただきたいですし、そういう経験をお持ちの学生さんにはぜひ

参加してその感想を語っていただきたいと思います。  

 

それから皆さんの周りには留学生も多いと思うのですが、その住まい探し、保険への加入、銀行口

座の開設、携帯電話の契約、病院で治療を受けることなど、そういった日常生活のサポートを通じ

て、留学生が置かれた立場を理解し、自分が外国に行ったときにはどういうサポートが必要なのか

ということをお互いに理解することが非常によい勉強になります。必要なルールをこれから制度化

していくこともできるからです。これも実は重要な問題ではないかと思っています。  

教育に関しては、法務省が小中高での法教育活動を活発に行っていて、「ホウリス君」というマス

コットキャラクターも使ってこれに取り組んでいます。これもまた日本の中だけの話ではなくて、

実際に使われている題材を見ますと、学生間の議論や法教育支援の現場でも使えるものが少なくな

いのではないかと思います。法教育に関しては、さまざまなNGO や地域コミュニティによる法情

報の提供、特に外国人に対する法情報の提供サポートも充実させる必要があると思っています。  

 
この写真は、カンボジアのNGO であるContribution of Law のメンバーが一般市民向けに法律の解

説をしている活動を取材したときのものですが、非常に熱心です。授業は双方向的に、かつ解説は

非常に丁寧に作られたスライドを用いて、市民への法律情報の提供が行われています。これも私た

ちにとっては非常に参考になることではないかと思っています。  

 

日本からの学生さんたちにも、こういう活動に参加している人々がいます。もちろんここに来てい

る皆さんの中にもすでに参加しているかも知れませんが、そういう体験の中でぶつかった問題や成

果について是非お話しいただければと思います。  

 

最後に、直接に法整備支援ということではないかも知れませんが、先ほど牧野さんからも丁寧に説

明していただきましたように、社会における法の役割や、文化や宗教の違いが法にどのように影響

しているか、あるいは法を変えるということによって、社会の制度が本当に変わるのはどういうプ

ロセスを経て可能になるのか、その制度変化のプロセスの中で法の果たす役割が何かについての理

論研究は大事だと思うのです。そういう点からも法整備支援に関わるためには法律学は大事です

し、単に法解釈学だけではなくて比較法学という分野にも関連法律学の範囲が広がっています。そ

ういう分野に関心をお持ちの方たちの参画も重要になってくると思いますし、そういうことも期待

したいと思っています。  

 

改めて具体的なご案内を申し上げたいと思いますが、9 月中を目処に報告者の募集をしたいと思い

ます。先ほど紹介しましたKEIGLAD のホームページにも応募先も記載しますので、是非さまざま

な立場の方々、学生の方、社会人の方、専門家の方、企業にお勤めの方、自営業の方などにも参加

していただいて、今年も熱い議論を交わすことができればと思っております。  

長くなりましたが、以上で全体シンポジウムの説明を終わりにします。ご清聴ありがとうございま

した。  

50  



 
（梅本） ありがとうございました。最後に、公益財団法人国際民商事法センター理事長の大野恒

太郎様より閉会のご挨拶を頂きます。  

 

閉会挨拶  

大野恒太郎 公益財団法人国際民商事法センター理事長 

 
本日は、大変充実した講演やプレゼンテーションをされた方、パネルディスカッションに加わられ

た方、また、趣向を凝らして今回の会を開催された法務省の国際協力部の皆さん、そして、東京・

大阪の会場にお越しになり、熱心に耳を傾けて下さった皆さん、本当にお疲れさまでした。 

共催者を代表し、厚く御礼を申し上げます。  

 

先ほどのお話にもありましたように、この「いざない」は2009 年に始まり、今年で10 年目を迎え

ました。そして、ただいまご紹介があった夏のサマースクール、暮れのシンポジウムとセットにな

る年間の連携企画となったのが2012 年でした。私がこの「いざない」に参加するのは今回が初め

てですが、この会場に来られた若い皆さんと同じように、大変興味深くしかも楽しく講演やディス

カッション等を聞くことができました。  

 

ところで、近年、法整備支援やアジア法に対する関心がとみに高まっていると感じています。 

そのベースには、これまで先覚者として法整備支援に取り組み、道を切り開いてこられたパイオニ

アの方々のご尽力があったことは言うまでもありません。それと同時に、最近中国をはじめとする

アジア諸国の経済発展が目覚ましく進み、日本とアジア諸国との間の経済を中心とした関係が一段

と強まっている事情も大きく影響していると考えています。  

そうした状況の下で、若い法律関係者が法整備支援に取り組むことは、その専門知識を生かしなが

ら、相手国の文化や歴史、人情等を深く理解し、関係者との人間関係を築いていくというもので、

誠に得難い経験となるはずです。とりわけ長期派遣専門家としてアジア諸国に派遣される方々は、

言語をはじめご苦労も多い反面、自らの裁量に委ねられているところが大きく、守備範囲も国内に

いる時とは比較にならないほど広いことから、非常にやりがいに富んだ仕事だと思います。  

 
私自身は直接法整備支援に携わったことはありませんが、2010 年、法務事務次官をしていた当時、

ベトナムとカンボジアに行き、長期派遣専門家の活躍ぶりを直接目の当たりにしたことがありまし

た。そして、長期専門家の皆さんが、相手国関係者の厚い信頼を受けながら、のびのびと、いきい

きと、しかも献身的に仕事をされているさまを見て、大変誇らしく、胸が熱くなる思いがしました。  

 

今日、東京と大阪の会場には多くの若い方々がみえています。そうした若い皆さんが将来法整備支

援の第一線で活躍することは、相手国や日本、ひいては世界の経済社会の発展に貢献するとても大

切なことです。しかも、それは、その本人にとっても、大きな成長や飛躍の機会を得ることができ 
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るという点で、大変有益なことだと思います。先ほどキャリアパスの話がありましたが、法整備支

援の仕事に取り組むことは、裁判官、検察官、弁護士という従来の枠に固定されず、これを超えて

国際的に活躍する法律家・実務家としてのキャリアを築いていく上で非常に有力な足掛かりになる 
と確信しています。  

 

先ほど18 歳の方もこの会場に来ていると聞いて大変うれしく思いました。若い方々には、ぜひ法

整備支援やアジア法に積極的にチャレンジし、持てる力を存分に発揮してもらいたいと思います。

これほどやりがいに満ちた仕事は他になかなかありません。若い皆さんに大いに期待をしていま

す。私達国際民商事センターとしてもできる限りそうした皆さんの応援をしていくつもりです。  

本日はどうもありがとうございました。  

 
（梅本） 大野様、ありがとうございました。以上で「法整備支援へのいざない」を閉会いたしま

す。本日は東京会場、大阪会場でも多くの皆さまにご参加いただきまして、誠にありがとうござい

ました。これにて大阪会場との接続を終了いたします。大阪会場の皆さま、ありがとうございまし

た。失礼いたします。以上をもちまして、本日の「法整備支援へのいざない」を終了いたします。  
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